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はじめに 

環境省では、平成16年度に地方公共団体における低周波音問題対応に役立ててもらう

ため、「低周波音問題対応の手引書」（以下、「手引書」という。）を作成し、低周波音に

関する苦情申し立ての受付から解決に至る道筋における、具体的な方法や配慮事項、技

術的な解説などを示しております。また、それをもとに各地で、都道府県及び市区町村

の担当者に対して、低周波音に係る苦情対応が円滑かつ的確に行われるよう、低周波音

に関する評価方法などの講習会を開催してまいりました。 

しかしながら、騒音と異なり、低周波音については、発生状況の把握・測定・評価等

が難しい場合が多く、講習会のアンケートにおいても、問題が発生した際における対応

方法に関する質問や、各地方公共団体における対応事例を公表して欲しいという要望が

多く寄せられました。一方で、手引書が公表され4年が経過し、地方公共団体が手引書

を活用するなどして、低周波音の苦情に対応した事例が蓄積されてきました。 

 そこで、全国の地方公共団体にご協力をいただき、今後、低周波音問題に関する苦情

対応の参考となる事例を集め、さらなる低周波音問題への対応に資するため、事例集と

してとりまとめました。事例集に掲載した事例は、実際に地方公共団体に寄せられた低

周波音の苦情に対して、どのように状況を把握し、測定を行い、測定結果をどのように

評価し、結果を受けてどのように対応したのか等について示しています。この事例集が

低周波音問題に対応する地方公共団体担当者の皆様に、有効に活用されることを希望す

る次第です。 

 最後に、事例集作成にあたり、アンケート・ヒアリングにご協力いただいた地方公共

団体及び本冊子の取りまとめにあたっていただいた（財）小林理学研究所に対し、深く

感謝申し上げます。 
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１．事例集の使い方 

 本事例集は、低周波音に係る苦情対応の進め方、苦情対応事例、事例に関するまとめ

と考察、巻末資料から構成されている。 

①低周波音に係る苦情対応の進め方 

手引書の内容を振り返りつつ理解を深めるよう、低周波音の苦情があった場合の苦情

申し立てから解決までの流れのうち、「申し立て内容の把握」、「現場の確認」、「測定」等

についてのポイントや解説を示した。 

②苦情対応事例 

地方公共団体に寄せられた低周波音苦情の具体的な対応事例を示した。 

③事例に関するまとめと考察 

事例に関するまとめと考察を示した。 

なお、巻末資料には、低周波音の周波数特性の測定例、低周波音の対策方法の概要を

添付した。 

 

  

－3－





2.2 「申し立て内容の把握」のポイント等 

 低周波音が原因と思われる苦情が発生した場合には、苦情申立者（「以下、「苦情者」

という。」）の申し立て内容を的確に把握することが重要である。 

 手引書 p.2 にある「聞き取り調査のチェック項目」について、ポイントや解説を以下

に示す。（枠囲いは手引書の抜粋である。） 

 

 

 

 

 

 

（ポイント等） 

・物的苦情か、心身苦情か、苦情内容の分類を行う。 

・物的苦情の場合、低周波音または地盤振動が原因である可能性が考えられる。 

 

 

（ポイント等） 

・物的苦情の場合、低周波音によるものか、地盤振動によるものかの分類を行う。 

・特定の建具ががたつく場合には低周波音の可能性が、家中の建具ががたつく場合には地盤振動の可能 

性が考えられる。 

 

 

（ポイント等） 

・苦情者による音の表現で、問題としている音のおおまかな周波数を推定する。 

（例）ブンブン、ウーンなどは低〜中域、キーン、ビーなどは高域の音の可能性がある。 

 

 

 

（ポイント等） 

・2つの質問は、問題となる低周波音（騒音）の周波数を推定するためのものである。 

・一般に窓を開けている場合は、屋外からの環境騒音により低周波音が隠れて聞こえにくく(感じにくく) 

なることがある。一方、窓を閉めた場合には、騒音のうち中高周波数成分が遮音され低周波音が際立っ 

○聞き取り調査のチェックリスト 

 申し立て内容 

・被害状況：建具等のがたつき、圧迫感や振動感や違和感などの不快感 

音は聞こえるか（感じるか）、地盤振動はあるか 

・建具等のがたつきがある場合：特定の建具ががたつく、家中の建具ががたつく 

・窓を開けると：楽になる、苦しくなる／音が聞こえる（感じる）、聞こえない（感じない） 

・窓を閉めると：楽になる、苦しくなる／音が聞こえる（感じる）、聞こえない（感じない） 

・音が聞こえる場合：どんな音か 
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て聞こえる（感じる）ことがある。音の発生源が屋外にあるとき、中高周波数成分を多く含む音の場合 

は窓を閉めた方が楽になり、低周波音成分が多いと窓を開けた方が楽になることがある。 

 

 

（ポイント等） 

・家屋内で問題が発生している場合、問題となる部屋を特定する。発生源との位置関係や定在波（次項に 

説明あり）発生の有無などによる。音を感じる部屋と感じない部屋で測定し、結果を比較することで、 

問題となる周波数を特定できることもある。 

 

 

（ポイント等） 

・部屋の中の問題となる場所を特定するための項目である。 

・低周波音の波長と部屋の寸法との関係によっては定在波（壁からの反射音同士が干渉することにより、 

部屋の中で音の大きい場所と小さい場所が生ずる現象）が発生しやすく、同じ部屋の中であっても場所 

によって感じ方が異なることがある。そのため、どの場所が最も強く感じるかを聞き取る必要がある。 

 

 

 

（ポイント等） 

・発生時間帯を把握することで、発生源が機械や施設の場合には稼働時間がわかれば、発生源との対応関 

係の有無を推定できる場合がある。 

・特定の気象条件で発生する場合（波、堰の放流、強風による共鳴現象、気象条件により稼働する施設な 

ど）、発生源を特定する手掛かりになる場合がある。 

 

 

（ポイント等） 

・発生状況がわかれば、発生源の可能性があると思われる施設等の稼働状況と対応を調べることにより、 

発生源を特定する手掛かりになる場合がある。 

 

 

 

 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差：音を感じる部屋・感じない部屋があるか 

・部屋の中の強く感じる場所：壁際、中央、床、その他（定在波の存在の確認） 

・時間帯：昼（午前、午後、夕刻）、夜、睡眠時、一日中、その他 

風の強い日、雨の日等 

・継続時間等：連続的である、短時間の現象である、常に変化している（何分間隔） 
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（ポイント等） 

・問題が発生した時期を把握することで、機械や施設が導入された時期や不具合が発生した時期等との 

対応から発生源を推定できる場合がある。 

 

 

（ポイント等） 

・苦情者の訴える発生源をまず第一に確認するが、それ以外に発生源となりうるものがないか、周囲を十 

分確認する。 

・時間的経過：いつ頃から（何年前、何ヶ月前から、何かの出来事の時から） 

・本人の申し立てる発生源： 
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2.3 「現場の確認」のポイント等 

 低周波音の苦情対応においては、調査員が現場におもむき周囲の状況把握、発生源

の推定を行う。発生源と思われる施設の現状調査、施設の稼働時間帯と苦情の時間帯

との対応、調査員の耳あるいは感覚に基づいて発生源を推定する。 

 手引書p.4〜5 にある「現場調査のチェック項目」について、ポイントや解説を以下に

示す。（枠囲いは手引書の抜粋である。） 

 

 

 

 

（ポイント等） 

・部屋の大きさによって決まる、特定の周波数で定在波が生ずる場合がある。 

 

 

 

（ポイント等） 

・苦情者宅周辺・苦情者宅に発生源となりうるものがないか、周囲を確認する。 

 

 

 

 

 

（ポイント等） 

・発生源と推定される施設の稼働時間帯や季節変動と訴えのある時間帯や季節変動が対応していれば、 

推定される発生源が苦情の原因である可能性が高い。 

 

 

 

（ポイント等） 

・問題となる部屋とそうでない部屋がある場合には、発生源との位置関係や、部屋の大きさや間取りが 

影響している可能性が考えられる。 

 

○現場調査のためのチェックリスト 

・住居状況等：住居の間取りなど 

○現場調査のためのチェックリスト 

・苦情者宅周辺の状況 

○発生源確認のためのチェックリスト 

・発生源と推定される施設と苦情内容の関係 

 施設の稼働時間帯、稼働状況、季節の変動など 

 苦情申し立てのある時間帯、季節の変動など 

○発生源確認のためのチェックリスト 

・苦情者宅の部屋ごとの苦情の状況 
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（ポイント等） 

・苦情のきっかけとなるような事項の有無、あった場合にはこれまでの経過を把握する。 

 

 

 

 

（ポイント等） 

・調査員も苦情者の立場になって、実際に音を感じ、状況を確認することが大切である。 

 

 

 

（ポイント等） 

 ・発生源と推定される施設の仕様や稼働状況を確認する。工場等のように台数が多い場合や施設がたく 

さんある場合には、詳細を把握することにより、発生源を絞り込む。 

 

 

 

（ポイント等） 

 ・苦情者宅の周辺に発生源と推定される施設が見あたらない場合には、苦情者宅に特有な現象か、苦情者 

の思い違い、あるいは苦情者自身の問題の可能性も考えられる。解明のため、再度苦情内容の確認を行 

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発生源確認のためのチェックリスト 

・周辺地域の過去の苦情発生状況と行政指導の有無 

○調査員の所感の記録 

・がたつきの有無、不快な感覚の有無、音が聞こえるか（感じるか）、部屋ごとの状況、屋外の音の 

状況など、苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の照合の記録 

○発生源の推定・確認が出来た場合 

・施設、設備機器等の種類と仕様、数と稼動状況 

○発生源の推定・確認ができない場合 

・申し立て内容の再確認 
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2.4 「測定」のポイント等 

(1) 測定方法 

 「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成12年10月）や手引書を参考にして測

定を実施する。必要に応じて騒音、振動についても測定する。 

(2) 測定場所 

・ 発生源測定点：発生源近傍または

敷地境界等にとる。 

・ 苦情者側測定点：物的苦情の場合

には、問題となる住居などの建物

の屋外で建物から1〜2m程度離れ

た位置に、心身苦情の場合には、

苦情者住居等の問題となってい

る部屋の問題となる位置に測定

点をとる。 

(3) 測定量 

 1/3オクターブバンド音圧レベルおよびG特性音圧レベルとする。 

(4) 結果の算出方法 

 音圧レベルの変動幅が一定または少ない場合は、10秒間から1分間程度のパワー平均値

を求める。伝搬の過程等で音圧レベルが（5dBを越えて）変動する場合は、指示値が大

きくなるときに注目して、それらの最大1/3オクターブバンド音圧レベルを適当な回数（5

回から10回程度）測定し、それらのパワー平均値を求める。 

 

 測定にあたっては、可能であれば、発生源側と苦情者側での同時測定が望ましい。 

発生源（施設等）が推定・確認されており、施設の稼動・停止を行える場合には、施設

の運転状況と苦情者の反応との対応関係を確認する。稼働・停止の状況に合わせて測定

を行う。 

 なお、風の強い日は正確な結果が得られないことが多いので、測定を控える。 

 

2.5 「評価」のポイント等 

(1) 低周波音苦情の種類 

 低周波音の苦情には、建具等のがたつき等の物的苦情と、室内における不快感等の心

測定場所のイメージ （平面図） 
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身に係る苦情がある。評価にあたってはそれぞれ別個に実施する。 

(2) 対応関係の確認 

・ 音圧レベル変化の対応：発生

源近傍での音圧レベルの変

化と苦情者側での音圧レベ

ルの変化が対応しているか

を確認する。 

・ 卓越周波数の対応：苦情者宅

屋外で問題となる低周波音

の卓越周波数が発生源近傍

で観測される卓越周波数と

一致しているかを確認する。 

・ 施設の稼働状況と苦情者の

反応の対応：発生源と推定さ

れる施設の稼働状況（稼働・

停止等）と苦情内容に対応があるかどうかを確認する。これらについて，対応があれ

ば、推定される発生源が原因である可能性が高い。 

 (3) 参照値との比較 

 対応関係が確認できた場合には、測定結果を指針の参照値（表-1）と比較する。 

 測定値がいずれかの周波数で参照値を上回っていれば、その周波数が苦情の原因であ

る可能性が高い。対応関係があるが参照値を下回る場合、他の原因も含め多角的に調査

する。発生源の稼動状況と苦情内容との対応がない場合は、調査対象の見直しを含め再

検討を行う。特に心身苦情では、対応関係が認められない場合には，苦情者自身の問題

（耳鳴りなど）の可能性も含めて注意深く検討する。 

 手引書に示されている「低周波音問題の評価手順」を13頁に示す。 
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表-1 低周波音苦情への対応のための参照値（5～80Hz及びG特性音圧レベル） 
1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄ  ゙

中心周波数(Hz) 
5 6 3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 G特性 

低周波音による 

物的苦情に関する 

参照値 

70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99    

低周波音による 

心身に係る苦情に 

関する参照値 
   92 88 83 76 70 64 57 52 47 41 92 

(dB) 

 

 心身に係る苦情に関する参照値は、低周波音に関する感覚については個人差が大きい

ことを考慮し、大部分の被験者が許容できる音圧レベルを設定したものである。 

 なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関

する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できない

レベルである可能性が10%程度ではあるが残されているので、個人差があることも考慮

し判断することが極めて重要である。 

 

 

 

2.6 対策の検討 

・問題解決のためには、総合的に判断し、対策を検討することが必要である。低周波音

の対策方法の概要を資料2に示した。 

・対策の実施にあたっては、苦情者に対策方法や実施期間等の説明を行い、苦情者の了

解を得た上で行うことが重要である。なお、対策の具体例については「低周波音対策事

例集」 (環境省ホームページ、http://www.env.go.jp/air/teishuha/jirei/)を参照されたい。 

 

 

 

2.7 対策効果の確認 

・対策終了後は効果の確認測定を実施する。 

・対策効果の確認を適正に評価し、苦情者および発生源者に理解を得るように説明を行

うことも重要である。 
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３．苦情対応事例 

低周波音問題の対応事例を以下に示す。 

 掲載にあたっては、地方公共団体より寄せられた対応事例をできるだけ原文

に近い形で載せることを心掛けた。低周波音問題の対応にあたっては、各地方

公共団体が手引書を参考に、現場の状況に合わせてそれぞれ対応している。し

たがって、事例の中には、測定機器の所有台数の関係から同時測定ができなか

ったものや、所有する機材の関係で所定の測定が実施できなかったもの、発生

源側との関係で申し立て者側のみの測定となったもの、発生源と思われる施設

の稼働・停止ができなかったもの、予備的な測定で解決したもの等も含んでい

る。しかし、このように、一部手引書に沿っていなかったり、1〜80Hz の全帯域

にわたる低周波音の周波数分析データがない場合でも、対応方法等が参考にな

る場合には、事例として掲載することとした。 

 事例は，物的苦情と心身に係る苦情に分けて掲載した。事例のシートの巻頭

には発生源・苦情内容・対策方法が一目でわかるように見出しを付けた。また、

見たい事例を検索しやすいように、対応事例の一覧表を次頁に掲載した。 

なお、各事例は、以下の構成となっている。 

＜苦情対応の概要＞ 各事例の概要を示している。 

＜苦情対応の流れ＞ 手引書で示している「低周波音問題の評価手順」に沿っ

て、各事例において地方公共団体担当者が進めた対応の

流れを示している。 

＜苦情対応＞    手引書で示している「苦情申し立てから解決までの流れ」

に沿って、各事例の苦情対応の経緯を示している。 
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物的 心身

1 ○ 堰 スポイラー増設 16

2 ○ 乾燥機 各種施設の改善を実施 21

3 ○ 真空ポンプ機 工場の移転 26

4 ○ 空気圧縮機 機器の使用を控える 34

5 ○ 振動ふるい メーカーと対策方法を検討中 41

6 ○ ○ 空調室外機 室外機の位置変更 45

7 ○ 浄化槽のブロワ
浄化槽のブロワを能力の小さいもの
に交換

50

8 ○ 給水ポンプ 苦情者への測定結果説明 55

9 ○ 脱水機 工場の移転 59

10 ○ 集塵機・印刷機
工場建屋壁面の防音性能強化、集塵
機への防振ゴム設置、印刷機のメン
テナンス

64

11 ○ 換気ファン 施設のメンテナンス、ダクト延長 68

12 ○ 冷蔵庫内ファン 苦情者側2台の施設の夜間停止 74

13 ○
冷凍車のコンプレッ
サ・冷蔵庫室外機

冷凍車駐車時の冷凍機使用の中止、
室外機のメンテナンス

80

14 ○ 空気圧縮機
室外機基礎の防振、周囲に防音壁を
設置、回転数の調節、排気管の取付
け

87

15 ○ 空気圧縮機 防振ゴムの設置 92

16 ○
ローダ・空気圧縮機
等

発生源側への指導、苦情者への説明 96

17 ○ 空調室外機 施設と住民で対策･対応方法を検討 101

18 ○ 空調室外機 室外機の移設 106

19 ○ 空調室外機 室外機の移設 111

20 ○
空調室外機・変電設
備等

施設側の対策、防音壁の設置、施設
の稼動時間の制限等

116

21 ○ 不明 気分を紛らわすなどソフト的な提案 123

22 ○ 不明 保健師に対応を依頼 130

23 ○ ○ ハンマー式粉砕機
ハンマー式粉砕機の回転軸およびハ
ンマーの交換

134

24 ○
頭首工（堰）の放流
時の越流水の水膜

スポイラー設置 142

25 ○ ルームランナー 移設 150

26 ○ 冷蔵庫 冷蔵庫の下に家庭用マットを敷く 158

27 ○ 空調室外機 空調設備のダクト系改善 164

28 ○
発生源不明（申立で
は事業所の送風機）

苦情者への測定結果説明 170

表2　掲載事例一覧表

事例
番号

苦情内容
推定される発生源 対策方法 掲載頁
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＜苦情対応＞    
 

頭首工（堰）によると思われる苦情相談が寄せられた。 
 
・苦情者宅は頭首工周辺の 2 軒で、苦情者宅以外で苦情を申し立

てている家はない。 

・家屋はいずれも 2 階建ての一戸建てである。 

・苦情者が影響を感じる場所は屋内である。 

・苦情は、建具のがたつきであるが、地盤振動はない。 

・がたつきが起るのは、特定の建具である。 

・音が聞こえたり感じたりすることはなく、圧迫感などの不快感

もない。 

・発生時間帯は夜や睡眠時、朝小屋で着替える時で、風の弱い日

に起る。 

・建具のがたつきは連続的である。 

・当施設は昭和 61 年 2 月に設置された。 

・春先の雪解け水が流れ出しある程度の越流水があるときに多く

発生する。 

 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 
○苦情者への再度聞き取り結果 
・発生源者と話し合いをしている。 
・周辺地域で過去に苦情が発生したことがある。 
・過去に行政の対応はない。 
○調査員の所感 
・苦情者宅では建具のがたつきが発生しており、苦情者の申し立

て内容が正しいことを確認した。 
・地盤振動はない。 
・圧迫感などの不快感はない。 

 
発生源の近傍と苦情者宅側の屋外で測定を行った。測定は発生源側

により実施した。 
 

○測定方法 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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・発生源を稼動・停止させ、発生源側と苦情者側で同時測定を行

い、発生源側と苦情者側の対応関係を確認した。 
・測定点配置は図 3-1-1 参照。 
・測定では 1/3 オクターブバンド音圧レベルを測定した。 

○測定結果 

・越流水深が15cmでは苦情が発生するような低周波音が観測さ

れなかった。（図3-1-2参照） 

・越流水深が6〜8cmで16Hzに卓越成分を持つ低周波音が発生し

た。苦情者A宅屋外では16Hz;82dB、B宅では16Hz;78dBの低

周波音が観測された。（図3-1-3参照） 
 
越流水深と音圧レベル、苦情の対応関係を確認した。 
 
・発生源側の稼動状況の変化に伴い音圧レベルの変化が見られた。 
・発生源側と苦情者側で低周波音の卓越周波数は対応していた。 
・低周波音の音圧レベル変化と建具のがたつきが対応していた。 

 
苦情者宅屋外での測定結果を物的苦情参照値と比較した。 
 
・越流水深が 7cm のとき苦情者宅屋外で観測された測定結果は

16Hz で物的苦情参照値を上回った。この際、建具のがたつき

発生も確認された。 
 
既往の対策事例を参考に、対策方法を検討した。 

 
・実証実験を経てスポイラーを増設し、スポイラーの間隔が 2ｍ
以下になるようにした。 

 
行っていない。 
 

 

評 価 

対策の検討 

対策の効果の 
確認 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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図 3-1-1 発生源側と苦情者宅の位置関係および代表的な測定地点 

 

－19－







＜苦情対応＞    
 

カントリーエレベータの周辺住民から、窓ガラスが振動するという

訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は3名で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家がある。 

・苦情者宅は平屋の一戸建てで、建具のがたつきが発生している

のは居間、寝室である。地盤振動はない。 

・モーター音のような低い音が聞こえ、不快感がある。 

・がたつきの発生は連続的で、一日中発生し、曇の日に発生しや

すい。 

・苦情が発生したのは平成17年9月（3～4年前）からで、カント

リーエレベータの南側増設時から。 

 

 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○発生源と推定される施設の稼働状況等 

・麦の集荷時期（5月） 

・もみの集荷時期（8月末～10月末までに）乾燥機を2～5日間 

24時間連続稼動させる。 

・施設の稼働時間は、稼動時期には1日中稼働する。 

○苦情者への再度聞き取り結果 

・問題発生箇所は、施設に近い側の部屋の窓際。 

・近隣では苦情についての話し合いをしたことがある。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつきはあるが、地盤振動はない。 

・音が聞こえ、不快感はある。 

・音を感じる部屋、感じない部屋があり、窓際で強く感じる。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれ 

ている。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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発生源近傍と敷地境界、および苦情者宅側の屋外で測定を行った。 

 

・低周波音、騒音の測定を実施した。 

・発生源近傍と敷地境界、および苦情者宅屋外で測定を行った 

（図3-2-1参照）。 

・発生源側と苦情者側での同時測定、発生源を稼働・停止させて

の測定は実施しなかった 

・測定結果を図3-2-2に示す。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係は確認しなかった。 

 

・測定時、建具のがたつきは発生していなかった。 

 
苦情者宅屋外での測定結果を物的苦情参照値と比較した。 
 

・測定結果は、8Hzが卓越しており、物的苦情参照値に近い値で

あった。 

・苦情者宅に最も近い敷地境界での測定結果は、物的苦情参照値

を超過していること、現場の確認時に調査員が苦情者宅で建具

のがたつきを確認していることから、当該施設に起因すると判

断された。 

・なお、発生源と苦情者宅は約600m離れており、地盤振動の影

響ではないと判断された。 

 

町役場からの要請に基づき、事業者による各種施設改善が行われた。

対策内容は以下の通り。 

 
・ダクトサポート補強（ダクトの振動防止） 
・ダクト内に整流板設置（排気による風切音の抑制） 
・昇降機周囲の天井･壁面にグラスウール内張り（騒音抑制） 
・集塵機周囲に防音壁設置 
・吸気口･ダクトの追加やバーナーの調整（吸排気のバランス改

善）等 
 

測 定 

評 価 

対策の検討 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

「隣に工場ができてから振動が止まらず、扉がガタガタ鳴るため、 

気になって眠れない」との訴えがあった。 

 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人の人数は2人で、苦情者宅

以外にも周辺で苦情を申し立てる家がある。 

・家屋は2階建ての一戸建てで、家全体で振動が発生するが特に2

階和室（寝室）で扉のがたつきが発生する。がたつきは間欠的

で一日中発生するが、特に睡眠時に扉がガタガタ鳴るため、気

になって眠れない。なお、地盤振動はない。 

・問題となるような音は聞こえない（感じない）が、圧迫感や振

動感や違和感などの不快感はある。 

・以前は倉庫として使われていた建物が工場になってからこのよ

うな現象が発生した。隣接する光学部品製造工場が発生源では

ないかと思われる。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者への再度聞き取り結果 

・施設の稼働状況は、以前は24時間であったが、苦情発生時は平

日7時から23時である。 

・苦情申し立てのある時間帯は施設の稼働時間中はすべてだが、

特に22時以降とのことであった。 

○発生源側の施設の確認 

・主な施設の配置、および苦情者宅との位置関係は図3-3-1に示す

通り。工場内には多くの施設が設置されている。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつきはあるが、地盤振動はない。 

・音は聞こえない（感じない）が、圧迫感や振動感や違和感など

の不快感はある。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 
 

発生源側の施設の種類が多かったことから、調査は 3 段階に分けて

実施した。 
 

○調査方法の詳細 

・調査の詳細を以下に示す。 

調査1：工場内施設の全稼動時と全停止時の低周波音をそれぞ

れ測定し、被害家屋への影響の有無を確認する。 

調査2：施設全停止時から、表3-3-1に基づき、順番に1台ずつ

立ち上げながら測定を行い、最も影響がある施設を特

定することを目的とした。 

調査3：調査2の補足調査として、影響が大きいと思われる施設

を停止させ、数値の減少具合を確認した。 

・1つの調査項目に対し、工場内の施設直近（もしくは代表的な

地点）と苦情者宅家屋内の被害が一番大きい2階和室の2地点で

同時測定を行った。 

・1回の測定時間は、調査1は各3分間、調査2・調査3は各1分間ず

つとした。 

なお、1～80Hzの全帯域を同時に表示できる測定器を持ち合わ

せていないことから、1/3オクターブバンド周波数帯域を順次

音を変えて測定を行った。 

・調査1において、発生源側と苦情者側との卓越周波数が対応し

ており、特に10Hz帯域が卓越していたことから、調査2では時

間的・機材的な制約もあり、10Hz帯域および参考として20Hz

帯域のみを記録に残した。 

・測定量は最大値（Lpmax）と等価音圧値(Lpeq)とした。 

○測定結果 

・調査1：家屋内で観測された音圧レベルは、全施設稼働時には 

Lpmax(10Hz)=73.9dB, Lpeq(10Hz)=68.5dB、全施設停止時に

はLpeq(10Hz)=54.1dBで停止時の値は工場内で観測された 

測 定 
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Lpeq(10Hz)=53.1dBとほぼ変わらず、10Hz帯域の突出もみら

れない。（図3-3-2参照） 

・調査2：全施設停止から施設を順番に稼働して行ったところ、 

No.28のターボポンプを立ち上げたときから建具のがたつきが

発生しており、低周波音の原因はメカニカルポンプを中心とす

るポンプ類にあるものと推定された。（表3-3-1参照）また、全

施設稼働時には家屋内でLpmax(10Hz)=75.0dB, Lpeq(10Hz)

=70.8dBの音圧レベルが観測された。 

・調査3：メカニカルポンプを中心とするポンプ類を3段階に分け

て停止させたところ、最終的に家屋内ではLpmax(10Hz)=69.0 

dB, Lpeq(10Hz)=61.2dBとなり、2段階目で扉のビリツキがな

くなった。この結果、メカニカルポンプを中心とするポンプ類

が原因であるものと立証された。（図3-3-3、図3-3-4参照） 

・なお、調査2で工場内の発生源近傍より、苦情者宅内の音圧レ

ベルが大きいところがあるが、吸い上げた空気を排出する排気

ダクトが苦情者宅の方を向いていることが原因である可能性

も考えられた。 

 
 
発生源側と苦情者側との対応関係を調べた。 
 
・測定結果で記したように、調査 1 から調査 3 により発生源側の

稼働状況の変化に伴う音圧レベルの変化、発生源側と苦情者側

との卓越周波数の対応が認められるとともに、発生源側の稼働

状況の変化と建具のがたつきが対応していた。 
 

苦情者宅屋外での測定結果を物的苦情参照値と比較した。 

 

・本来、物的苦情の場合には苦情者宅屋外で得られた結果と比較

する。本調査では家屋内で得られたデータしかないので、参考

にこの値と物的苦情参照値を比較した。その結果、家屋内で得

られた値は概ね参照値と同程度であった。 

 

既往の対策事例を参考に、対策方法を検討した。 

評 価 

対策の検討 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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・超低周波音対策の基本である発生源対策は困難と判断されたこ

とから、工場を移転することとなった。 

・なお、移転が完了するまでは、月に一回、市を通して苦情者に

進捗状況を報告した。 
 
行っていない。 
 
 

対策の効果の 
確認 
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表 3-3-1 全停止状態から施設を順番に立ち上げたときのレベル推移（調査 2） 

(dB)

Lpmax Lpeq Lpmax Lpeq

1 エアーコンプレッサ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2 空冷チラー 14:35 62.3 53.5 63.6 53.9

3 マシンルームエアコン 78.1 64.2 73.1 60.5 (飛行機の影響あり)

4 クリーンルームエアハン 14:40 62.4 56.4 62.4 56.3

5 ユーティリティスタンド 14:42 65.4 58.0 64.3 57.3 (飛行機の影響あり)

6 ポリコールド 14:45 59.0 54.4 57.7 53.1

7 メカニカルポンプ 14:47 70.7 67.4 73.0 68.8 工場・家屋とも10dB以上の上昇確認

8 ブロアーポンプ 14:50 69.5 67.3 70.1 68.1

9 ターボポンプ 14:53 70.0 67.9 70.6 66.4

10 42・47・35空冷チラー 14:56 67.3 63.4 71.7 68.7

11 マシンルームエアコン 14:59 70.7 66.2 73.3 69.2 (近隣で工事開始。ユンボ稼動、多少の影響あり)

12 クリーンルームエアハン 15:03 70.1 65.9 72.4 68.9

13 ユーティリティスタンド 15:05 70.5 66.6 71.9 69.2

14 ポリコールド 15:07 69.4 66.8 70.9 69.0

15 マシンルームエアコン 15:09 68.1 63.0 71.2 68.9

16 クリーンルームエアハン 15:11 68.1 61.6 70.9 68.3

17 ユーティリティスタンド 15:13 66.1 61.7 72.4 68.9

18 ポリコールド 15:16 68.8 63.2 73.4 69.4

19 メカニカルポンプ 15:19 69.0 65.1 74.1 69.4

20 ブロアーポンプ 15:20 68.6 65.4 71.5 68.8

21 ターボポンプ 15:23 66.1 63.0 71.3 69.0

22 マシンルームエアコン 15:26 71.1 68.3 71.5 69.4

23 クリーンルームエアハン 15:28 73.4 70.0 73.3 69.7

24 ユーティリティスタンド 15:30 72.5 69.5 75.6 69.8

25 ポリコールド 15:32 73.1 69.7 73.5 69.6

26 メカニカルポンプ 15:35 71.6 69.0 75.2 71.0 家屋内で若干数値の上昇あり

27 ブロアーポンプ 15:36 71.8 68.6 74.4 70.9

28 ターボポンプ 15:38 76.2 69.5 79.0 71.4 家屋内で扉のビビリ発生

29 43・45空冷チラー 15:43 70.0 65.6 73.9 70.4

30 マシンルームエアコン 15:45 68.3 63.3 73.7 70.2

31 クリーンルームエアハン 15:48 68.1 65.3 73.1 69.3

32 ユーティリティスタンド 15:50 70.9 66.6 72.9 69.6

33 ポリコールド 15:52 69.3 67.0 74.3 70.5 家屋内で扉のビビリ確認

34 メカニカルポンプ 15:53 72.6 68.7 75.4 73.1 工場・家屋とも若干の数値上昇あり

35 ブロアーポンプ 15:55 71.5 68.7 75.4 70.9

36 ターボポンプ 15:57 73.5 69.1 74.6 70.6

37 マシンルームエアコン 16:00 78.3 76.7 75.8 70.8

38 クリーンルームエアハン 16:02 78.5 77.4 74.7 70.8

39 ユーティリティスタンド 16:05 78.1 76.3 74.4 70.0

40 ポリコールド 16:07 77.7 76.2 75.2 70.2

41 メカニカルポンプ 16:09 81.4 78.0 74.6 70.3 工場内で数値上昇。家屋では影響なし

42 ブロアーポンプ 16:11 81.7 78.6 74.7 70.3

43 ターボポンプ 16:13 82.0 78.3 75.0 70.8

注;ここでの「参照値」とは、10Hz帯の低周波がどれだけのレベルに達したときに物的苦情が起きるかを示したもの

＊;エアーコンプレッサは、他の施設に連動して稼動するため、単独での測定ができないことから欠測とした

被害家屋
備考No. 施設

開始時刻
(各1分間)

工場内
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＜苦情対応＞    
 

居間の襖が音を立ててゆれるという訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てである。 

・建具等のがたつきはあるが、地盤振動はなく、音も感じないし、

聞こえない。 

・全ての建具ががたつくのではなく、夜間よくわかるが、襖や軽

い引き戸ががたつく。 

・がたつきは間欠的に発生し、特定の時間に起るのではなく、ラ

ンダムに発生する。 

・このような現象が発生したのは1年前からである。 

・発生源は不明であるが、付近にある工業団地からではないかと

苦情者は推定している。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○現場調査のためのチェックリスト 

・苦情者宅周辺の状況（図3-4-1、図3-4-2参照） 

○発生源の確認 

・発生源と推定される工場等に設置されている施設は空気圧縮機

で、施設の稼働時間帯、稼働状況と苦情申し立てのある時間帯

が一致した。 

・施設の設置年月は昭和37年9月で、その後能力台数変更や改修

がある。 

○苦情者への再聞き取り結果 

・がたつきが発生するのは特定の部屋のみである。 

・周辺地域で過去の苦情が発生したことがある。 

○発生源の推定・確認が出来た場合 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・以前がたつきの苦情が寄せられたことがあったが、倉庫の建て

直しでがたつきがなくなり解決している。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつきを確認、音は聞こえず（感じず）、不快感、

地盤振動ともなし。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

低周波音、騒音、振動、風速の測定を行った。 

 

○測定方法 

・苦情者宅居間にて低周波音（1分毎Leq）の連続測定と、襖等の

がたつき発生時刻記録を確認した。 

・苦情者宅測定結果より、16Hz帯域が卓越することを確認。発生

源近傍および苦情者宅周辺140地点にて測定を行い、発生源の

絞込みを行った。 

・発生源近傍における測定結果および施設の稼動状況とがたつき

の発生状況より、発生源の施設を特定した。 

・次に、発生源側と苦情者側の同時測定を実施し、発生源を稼働

停止させての測定を行い、発生源側と苦情者側の対応関係を確

認した。 

○測定結果 

・低周波音の測定結果を図3-4-3～図3-4-6に示す。 

・苦情者宅内外で測定された振動は35dB～45dBであった。 

 

測定結果から、発生源側と苦情者側の対応関係を確認した。 

 

・発生源側の稼働状況の変化に伴う音圧レベルの変化が認められ、

発生源側と苦情者側との卓越周波数（16Hz）も対応している。 

・発生源側の稼働状況の変化と建具のがたつきの対応がある。 

 

物的苦情の場合、本来苦情者宅屋外の測定値を参照値と比較するが、

参考として、苦情者宅屋内における測定結果と物的苦情参照値と比

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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較した。 

○参照値との対応 

・屋内で得られた測定値を参考までに物的苦情参照値（本来、屋

外データと比較）と比べたところ参照値未満であった。 

○結果の判定 

・発生源の稼働条件との対応があったこと、実際に建具のがたつ

きを確認したこと、家屋内外で観測された振動は小さかったこ

とから、10台ある空気圧縮機のうちの1台の空気圧縮機からの

低周波音が原因であると判断した。 

 

対策方法について工場側と協議した。 

 

・工場側と協議の結果、問題となる空気圧縮機の使用を控えるこ

とで解決した。 
 
行っていない。 
 

 

対策の効果の 
確認 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する工場によると思われる振動苦情が寄せられた。 
 
・苦情者宅で苦情を申し立てている人は１人で、苦情者宅以外

で苦情を申し立てている家はない。 

・家屋は 2 階建ての一戸建てである。 

・苦情者が影響を感じる場所は屋内である。 
・苦情は、建具のがたつきであるが、地盤振動はない。 
・がたつきが起るのは特定の建具で、がたつきの発生する時間は

常に変化している。 
・音が聞こえたり感じたりすることはなく、圧迫感などの不快感

もない。 
・問題が発生したのは 12 年前の建て売り住宅購入時からである。 
・長年の振動により家が変形して戸がガタついている。また、発

生源側はゴム製品を扱う工場であり、悪臭苦情も寄せられてい

る。 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 
○周辺状況の確認 
・苦情者宅は振動ふるいが設置されている工場と苦情者宅が隣接 

している。 
・過去に苦情が発生したことがあり、行政指導を行っている。 
○調査員の所感 
・苦情者宅では建具のがたつきが発生しているが、地盤振動はな

い。 
 

発生源の近傍と工場敷地境界、および苦情者宅側の屋外で測定を行

った。 
 

○測定方法 

・発生源を稼動・停止、発生源側と苦情者側で同時測定は実施し

なかった。 

・測定点配置は図 3-5-1 参照。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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・測定では低周波音、騒音、振動を測定した。 

○測定結果 
・発生源近傍、敷地境界、苦情者宅屋外で 10Hz に卓越成分を持

つ低周波音が観測された。（図 3-5-2 参照） 
・苦情者宅屋外で観測された振動レベルは 41〜47dB であった。 

 
発生源側と苦情者側で観測された低周波音の対応関係を調べた。 
 
・発生源側と苦情者側で低周波音の卓越周波数の対応あり。 

・苦情者宅での建具のがたつきの確認はしていない。 

 
苦情者宅屋外での測定結果を物的苦情参照値と比較した。 
 
・苦情者宅屋外で観測された測定結果は 10Hz において物的苦情

参照値を上回った。 
・なお、建物が歪んだ原因が発生源によるものかどうかについて

は断定できない。（測定結果によれば、建物が歪むような振動、

低周波音は観測されていない。） 
 
 

対策方法、話し合いによる解決を検討中。 
 
・機械メーカーと相談し対策を検討することとなった。また、悪

臭の苦情も申し立てられているため、話し合いによる対応をあ

わせて進める。 
・現在は両者でコミュニケーションをとっているようで、その後 
市へは苦情は寄せられていない。 

 
 

評 価 

対策の検討 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

隣接した無線電話中継基地の空調機作動による揺れ、圧迫感、イラ

イラの訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は 1 人で、苦情者宅以

外に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで、寝室、台所で問題が発生し

ている。 

・建具等のがたつきや地盤振動があり、音が聞こえ、圧迫感を感

じ、電磁波も感じるという。 

・建具等のがたつきについては特定の建具ががたつくとのことで

あった。 

・問題の音は機械（室外機や送風機等）の作動音で、発生源に近

い台所と寝室で強く感じる。 

・苦情発生時間帯は一日中で、携帯電話の無線中継基地が設置さ

れてから、問題が生じているとのことである。 
 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○発生源と推定される施設の確認 

・空調機用室外機が間欠的に作動することを確認した。 

○調査員の所感 

・音が聞こえる（感じる）。地盤振動はない。 

・建具のがたつきは確認できなかった。圧迫感も不快感も感じ

なかった。 

・建具のがたつきと圧迫感については、苦情者の申し立て内容と

調査員の把握した内容の対応がとれていない。 
 

苦情者宅屋内と、敷地境界で測定を行った。 

 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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・室外機の稼働時と停止時に測定を行った。 

・苦情者宅台所で低周波音、敷地境界で騒音と振動を測定した。

測定場所を図3-6-1に示す。 

・測定結果を図3-6-2に示す。室外機稼働時には、63Hz帯域が卓

越した。 

・騒音・振動とも観測されたレベルは小さかった。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係を調べた。 

 

・室外機稼動時と非稼動時で、63Hz帯域が明瞭に変化した。 

・発生源の稼動状況と苦情者の被害感との対応関係の確認は行わ

なかった。 

 

苦情者宅屋内における低周波音の測定結果を参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・家屋の内外レベル差を考慮しても、屋外では建具のがたつきが

発生するような音圧レベルではないと推定された。 

・測定値は63Hzで心身苦情参照値を上回った。 

○結果の判定 

・苦情者は隣接地にこの種の建物があること自体に不満を持って

おり、苦情内容にも矛盾する点があることから、室外機稼働時

に63Hzが卓越してはいるが、当該周波数の低周波音が原因と

は確定できない状況であった。 

 

事業者が室外機の位置変更を行った結果、苦情がなくなった。 

 

 
 

行っていない。 
 
 
 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の効果の 
確認 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

隣家の浄化槽からの音による訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで、1Fトイレ、階段上で音、振

動を感じるという。 

・建具等のがたつきや地盤振動はないが、音が聞こえ（感じられ）、

圧迫感や振動感などの不快感があるとのことである。 

・聞こえる音は定常的に流れる低い音で、窓の開閉による変化は

ない。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差があり、部屋の中では壁際で強く

感じるとのことである。 

・問題の音は連続的で、一日中聞こえる。 

・1ヶ月前、浄化槽のブロワを新しいものに変えたときから続い

ている。 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○苦情者への再聞き取り結果 

・発生源と推定される施設は、浄化槽とそのブロワで、ブロワを

変えたとき（平成19年4月）から、苦情申し立てがあり、相関

関係があるように思われた。 

・苦情者によれば、1Fトイレ付近、階段上で強く圧迫感を感じる

とのことである。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつきも地盤振動もない。 

・音が聞こえ（感じられ）、トイレ、階段で圧迫感がある。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の違いがあり、部屋の中では壁際で強

く感じる。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

発生源近傍と苦情者宅屋内で低周波音の測定を行った。 

 

○測定方法 

・測定場所は浄化槽およびブロワ近傍、苦情者側は苦情者宅屋内

の1Fトイレ付近、階段上とした（図3-7-1参照）。 

・測定は、発生源側と苦情者側の同時測定とし、発生源側と苦情

者側の対応関係の確認も行った。 

○測定結果 

・測定結果を図3-7-2に示す。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係を確認できなかった。 

 

 

苦情者宅屋内での測定結果を参照値と比較した。 

 

・1Fトイレにおける測定値は心身苦情参照値以上であった。 

・発生源は、浄化槽のブロワか、浄化槽内の水流などが考えられ

たが、発生源の特定まではできなかった。 

 

測定結果をもとに対策方法を検討した。 

 

・ブロワを能力の低いものに変えることによって、状況が改善さ

れる可能性があると考えた。 

・発生源側に事情を説明し、浄化槽の管理会社を教えてもらい、

管理会社に連絡をとって、ブロワを能力の低いものに変えても

らった。苦情者に確認したところ、音と振動が低減されたとの

回答を得た。 

 

平成19年9月に、苦情者宅で再測定を実施した。 

 

測 定 

評 価 

対策の効果の 
確認 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

階下のポンプ室に設置された給水ポンプからの低周波音に関する

訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者は集合住宅の2階に居住しており、寝室の床から音が聞

こえて不快であるとのことである。 

・問題の音は間欠的で一日中聞こえる。 

・問題が発生したのは最近で、マンション内の水道の給水ポンプ

を新設してからだという。 

・なお、ポンプ室の換気口にはカバーをしているという。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 
○苦情者への再度聞き取り結果 

・発生源と推定される施設は、マンションの外にあるポンプ室の

水道ポンプで、ポンプの稼動は1日中、水道水を9階まで上げる

ときに音がするとのことである。 

・気になる時間帯は、寝る時とのことである。 

○調査員の所感 

・音が聞こえ（感じ）、不快感がある。 

・部屋の中では床の付近で音を強く感じる。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 
苦情者宅北西側の屋内で低周波音・騒音の測定を行った。 

 

・測定点は図3-8-1に示す位置の枕の高さとした。 

・なお、ポンプの稼動の有無は音で確認できた。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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・測定時、音圧レベルが変動していたが、測定結果の整理にあた

っては、保有している周波数分析器ではLmaxが測定できないた

め、L5を算出した。 

・測定結果を図3-8-2に示す。 

 

対応関係の確認を実施しなかった。 

 

 

屋内での測定値を参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・測定値は心身苦情参照値未満であった。 

○結果の判定 

・測定値が参照値未満であったため、今回の苦情は低周波音の可

能性は少ないと判断した。現場確認において、苦情者の申し立

て内容と調査員の把握した内容の対応がとれていたことから、

100Hz以上の騒音による可能性が考えられる。 

 

測定結果について苦情者に説明を行った。 

 

・苦情者に、測定の結果を伝え、騒音も規制対象でないことから、

騒音が気になる旨をマンション側に伝えてはどうかと伝えたと

ころ、その後苦情は寄せられていない。 

 

行っていない。 
 
 

評 価 

対策の効果の 
確認 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する工場から低い音がするという訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで、苦情者宅内で6:00～21:00位

まで、ブーンという低い音が連続的に聞こえるという。 

・苦情者は隣接する工場の脱水機が発生源ではないかと主張して

いる。また、低周波音の他に、騒音、振動、埃に関する申し立

てもある。 

 
 

苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・苦情者宅より水路を挟んだ向かい側に問題となる工場がある

（図3-9-1参照）。 

○発生源の確認 

・発生源と推定される工場等には、脱水機・乾燥機が設置されて

いる。 

・発生源と推定される施設の稼働時間帯は6:00～21:00位で、苦情

者からの申し立てのある時間帯と対応している。 

・周辺地域では過去に苦情が発生したことがあり、行政指導が行

われたことがある。 

・問題となる工場では、水路側に4つのダクトが設置されている。 

○調査員の所感 

・音は聞こえるが、不快感は感じない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 
 

発生源側と苦情者宅屋内で、低周波音、騒音、振動を測定した。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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○測定方法 

・測定場所は発生源側は工場敷地境界に、苦情者側は苦情者宅屋

内の1階と2階に測定点を配置した。 

・測定にあたっては、発生源側と苦情者側での同時測定、施設

を稼働停止させての測定、発生源側と苦情者側の対応関係の

確認は実施しなかった。 

○測定結果 

・低周波音の測定結果を図3-9-2に示す。 

・なお、発生源側（排気ダクト前；A・B地点）において、騒音は

基準値を超過していた。また、振動に係る特定施設はないが、

振動（C地点）は基準値未満であった。 

 

実施しなかった。 

 

 

 

苦情者宅屋内の測定値を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との対応 

・測定値は卓越した周波数成分がみられなかったが、50Hz以上の

周波数域で心身苦情参照値を上回った。 

○結果の判定 

・苦情者側屋内（D・E地点）では、測定値が心身に係る苦情に関

する参照値を超過していたことから、騒音および低周波音の発

生源は乾燥機に接続している排気ダクトと考えられた。 

 

工場に対する指導状況は以下のとおりである。 

 

・平成14年度から騒音・埃対策について指導中であり、平成17年

度の再苦情受付において、事前調査の段階で測定（騒音・振動・

低周波音）を実施し、低周波音については後日測定をすること

を伝えた。騒音・埃対策について、ダクトの方向を変える等の

工事を行う予定があるため、苦情者には様子を見てもらうよう

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する工場の音が気になるとの訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は平屋の一戸建てで、居間でその音を感じるとのこと

である。部屋の中の強く感じる場所はない。 

・問題とする音は間欠的で、窓の開閉によらず聞こえ、不快感が

ある。 

・発生時期や推定される発生源は不明とのことである。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者宅周辺の状況調査 

・苦情者宅の北東側に工場があり、工場に設置されている施設が

発生源ではないかと推定された。（図3-10-1参照） 

○調査員の所感 

・音は聞こえるが、圧迫感や違和感などの不快感はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

苦情者宅の居間において低周波音の測定を行った。 

 

・測定結果を図3-10-2に示す。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係の確認は実施しなかった。 

 

 

苦情者宅屋内における測定値を参照値と比較した。 

 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する工場の換気設備が原因と思われる低周波音苦情が寄せら

れた。 

 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

にも周辺で苦情を申し立てる家がある。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで居間で音を感じる。 

・ブーンといううねる様な音が聞こえて不快感があり、夜よく眠

れない。音の発生は不定期で常に変化している。 

・窓の開閉によらず音は聞こえるが、窓を開けると苦しくなり、

窓を閉めると楽になるとのことである。 

・家屋内で音を感じる部屋、感じない部屋はあるが、部屋の中で

は音を強く感じる場所はない。 

・推定される発生源は道を隔てた工場で、4年6ヶ月前に第2工場

が稼動開始してからと思われる。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者宅周辺の状況 

・苦情者宅の他に2件苦情を申し立てる家があり、道路を挟んだ

北側に発生源と推定される工場がある。 

○発生源の確認 

・発生源と推定される工場等には、温調ファン88台・換気ファン

66台のダクトが設置されている。 

・施設稼動開始時から苦情が発生し、他の要因もない。 

・施設は常時、間欠運転をしている。 

○苦情者への再度聞き取り結果 

・音が気になるのは夜間で、季節的には夏が多い。 

・音が気になる部屋は2階と北側の部屋が多い。 

・近隣で苦情についての話し合いを行っている。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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○発生源の推定・確認 

・施設、設備機器等は平成15年6月に設置された。 

○調査員の所感 

・音が聞こえ、不快感がある。 

・音を感じる部屋、感じない部屋はあるが、部屋の中で強く感じ

る場所はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる 

 

工場敷地境界と苦情者宅屋内2階で低周波音の測定を行った。 

 

○測定方法 

・低周波音に加えて風向、風速も測定した。 

・測定では、発生源を稼働、停止させての測定は実施しなかった

が、発生源側と苦情者側の同時測定を行い、発生源側と苦情者

側の対応関係を確認した。 

・測定点を図3-11-1に示す。 

○測定結果 

・測定結果を図3-11-2に示す。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係を確認した。 

 

・発生源側の稼働状況の変化に伴い、苦情者宅内でも音圧レベル

に変化がみられた。 

・発生源側と苦情者側で観測された低周波音の卓越周波数は概ね

対応がみられた。 

・発生源側の稼働状況の変化と苦情者の反応の間に対応関係がみ

られた。 

 

苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・80Hzの帯域において測定値が心身苦情参照値を上回った。 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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○結果の判定 

・発生源側と苦情者側の対応関係があり、低周波音の測定結果が

参照値を超過することがあるため、苦情が低周波音によるもの

と判断された。 

 

測定結果を示し、工場側に対して改善をお願いした。 

 

・民家との距離が近いダクトにおいて、延長工事を行った。 
 
対策実施箇所と未実施の箇所で測定を行った。 

 
・対策を行ったダクト近傍で 10dB 程度の音圧レベルの低減が確

認できた。 
・しかし、未対策のダクト近傍の測定点 No.1 においては 80Hz
の音圧レベルが参照値を上回った。 

 
測定結果を示し、工場側にダクト延長の追加をお願いした。 

 
 

 

対策の効果の 
確認 

対策の検討 

対策の追加 
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＜苦情対応＞    
 

寝室で、隣接する工場の音で圧迫感を感じるという訴えが寄せられ

た。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・家屋は2階建ての一戸建てで、居間および寝室で音を感じる。 

・窓の開閉による聞こえ方に変化はない。 

・部屋の中では壁際で強く感じる。 

・問題となる音はブーンという唸るような連続的な音で、圧迫感

がある。 

・入居時（1ヶ月前から）以降問題が発生。 

・当初推定される発生源は不明であったが、その後の調査で隣の 

青果倉庫に設置されている冷却ファンと判明した。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、発生源の状況、苦情者宅の状況を確認した。ま

た、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・両者の位置関係を図3-12-1に示す。 

○発生源の状況 

・発生源と推定される工場等には、冷蔵、冷凍ユニットが設置さ

れている。 

・発生源と推定される施設の稼動時間と被害感が一致している。 

○苦情者への再度聞き取り結果 

・苦情者宅の部屋ごとの苦情の状況；発生源に近い部屋で被害感

が大きい。また、部屋の中心部よりも隅のほうが聞こえる（感

じる）とのことであった。 

○調査員の所感 

・問題とする音が聞こえる（感じる）が、圧迫感や振動感や違和

感などの不快感はない。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・音を感じる部屋、感じない部屋がある。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容は概ね対応がと

れている。 
 

発生源側と苦情者宅屋内で低周波音と騒音の測定を行った。 

 

・測定は、発生源側は敷地境界と音源の直近で、苦情者側は被害

感のある2階寝室（図3-12-2のリビングの直上）で実施した。 

・はじめに発生源側の機器を個別に稼動・停止させ、苦情者の反

応との対応関係を調べた。その後、発生源側と苦情者側で測定

を実施した。測定時は通常の稼動状態とした。 

・測定結果を図3-12-4および図3-12-5に示す。 

・発生源側における25Hzと80Hzの卓越成分のうち、25Hzは庫内

のファンに寄因するものと考えられた。 

 

施設の稼働・停止と音圧レベル、苦情の対応関係を確認した。 

 

・発生源側の稼働状況の変化に伴い苦情者側で音圧レベルが変化

しており、周波数的にも発生源側、苦情者側とも80Hzの帯域が

卓越していることが確認された。 

・施設の稼働状況の変化と苦情者の反応に対応が認められた。 
 

 
苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との対応 

・測定値は80Hzで心身苦情参照値を上回った。 

○結果の判定 

・発生源を稼働、停止させての測定を行ったところ、苦情者の被

害感と一致していたこと、苦情者宅屋内での測定値が心身に苦

情の参照値を超えていたことから、音源となっている施設を特

定することができた。 

 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

冷凍車のコンプレッサ音と業務用冷蔵庫室外機の低い音で眠れな

いという訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・問題となる場所は2階寝室で、床のあたりで音を強く感じると

のことである。 

・問題とする音は、夜間に間欠的に聞こえる。 

・窓を開けても閉めても問題となる音は感じるが、窓を開けると

楽になり、窓を閉めると苦しくなるとのことである。 

・このほか、特定の建具のがたつきがあり、地盤振動はないとし

ている。 

・問題が発生したのは2～3年前からで、この頃、冷凍車の更新を

したと思われる。 

・本人は、推定される発生源として冷凍車および冷蔵庫室外機を

あげている。 

 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者への再度聞き取り結果 

・夜間及び定休日に外部電源を用い冷凍車を冷凍庫として使用し

ており、当該音が苦情対象となった。 

・苦情者宅の部屋ごとの苦情の状況では、2階寝室および1階トイ

レが特に音が大きく聞こえるとのことであった。 

・苦情についての話し合いを近隣でしたことがある。 

○調査員の所感の記録 

・音が聞こえ（冷凍車のみ）、不快感が感じられた。 

・建具等のがたつき、地盤振動はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容については、冷

凍車のみ対応がとれている。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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発生源近傍と敷地境界で測定を行った。 
 

○測定方法 

・冷凍車関係では発生源近傍（1m）と敷地境界で測定を行った。 

（図3-13-1参照） 

・低周波音の周波数特性、G特性音圧レベルに加えて、一部の測

定点については騒音の測定を行った。 

・測定では1/3オクターブバンドフィルターを用いて、周波数を順

次切り替えて値を確認した。 

・発生源を稼働、停止させての測定、および発生源側と苦情者側

の対応関係の確認を実施したが、発生源側と苦情者側の同時測

定は実施しなかった。 

○測定結果 

・測定結果を表3-13-1に示す。測定結果は卓越周波数における音

圧レベルしか記載されていない。これによると、冷凍車では50

Hzの帯域に卓越がみられた。 
 
機器の稼働状況と音圧レベル、被害感の対応関係を調べた。 
 

○発生源側と苦情者側の対応関係 

・発生源側における機器の稼働状況の変化に伴う音圧レベルの変

化は対応していた。 

・冷凍車のコンプレッサでは、発生源および敷地境界において50

Hzに卓越成分を持つ低周波音が観測された。 

 
敷地境界での測定結果を参考のため、心身苦情参照値と比較した。

（本来、心身苦情参照値は屋内データと比較する。） 
 
○参照値との比較 

・敷地境界における測定値は50Hzで64dBであり、50Hzの家屋内

外レベル差を10dB程度（手引書p.36、図1.3参照）見込んだ上

で心身苦情参照値と比較したところ、屋内で参照値を上回る可

能性が考えられた。 

 

測 定 1 

評 価 1 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 1 
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冷凍車の対策方法を検討した。 
 

・従前、外部電源を用い冷凍車（屋内2台、屋外1台）で商品の保

存していたのを、建屋内の冷凍庫に保管することとした。 
 
冷凍車対策を講じた後に、今度は冷凍庫使用に伴う苦情が発生した

ことから、冷蔵庫冷凍機関係について発生源近傍と一部のデータに

ついては苦情者宅で測定した。 
 

○測定方法 

・冷蔵・冷凍機関係は発生源近傍（1m）、建屋屋外1mと苦情者宅

2階寝室で測定をした。（図3-13-1参照） 

・低周波音の周波数特性、G特性音圧レベルに加えて、一部の測

定点については騒音、振動の測定を行った。（測定方法は測定1

と同様） 

・発生源を稼働、停止させての測定、および発生源側と苦情者側

の対応関係の確認を実施したが、発生源側と苦情者側の同時測

定は実施しなかった。 

○測定結果 

・測定結果を表3-13-2に示す。測定結果は卓越周波数における音

圧レベルしか記載されていない。 

・苦情者宅2階寝室では、G特性音圧レベル、1/3オクターブバン

ド音圧レベルとも参照値未満であった。 

 
機器の稼働状況と音圧レベル、被害感の対応関係を確認した。 
 

○発生源側と苦情者側の対応関係 

・冷蔵庫用室外機稼動と被害感に対応関係があることを確認した

が、卓越周波数には対応がみられなかった。 

 

敷地境界での測定結果を物的苦情参照値と、苦情者宅 2 階寝室で得

られたデータを心身苦情参照値と比較した。 
 

○参照値との対応 

対策の検討 1 

測 定 2 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 2 

評 価 2 
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表 3-13-1 測定結果（対応 1；冷凍車のコンプレッサ） 

平成18年4月12日測定 

測定対象施設 測定位置 測定項目             

(卓越周波数) 

測定データ 

 

屋外冷凍車 

発生源（１ｍ） 1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ (50Hz） 90dB 

敷地境界（直近） Ａ特性 73dB 

敷地境界（苦情者宅側） 1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ (50Hz） 約50dB 

屋内冷凍車 敷地境界（苦情者宅側） 1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ (50Hz） 64～65dB 

 

 

 
表 3-13-2 測定結果（対応 2；冷蔵庫室外機） 

平成18年11月13日測定 

測定対象施設 測定位置 測定項目           

(卓越周波数) 

測定データ 

冷凍庫ユニット 発生源(屋内1m) Ｇ特性 63～65 dB 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ(40Hz) 65dB 

冷蔵庫用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 発生源(屋内1m) Ｇ特性 81dB 

建屋から1m（屋外） Ｇ特性 76dB 

冷凍庫内ＦＡＮ 発生源(屋内1m) Ｇ特性 66～67dB 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ(2Hz） 60dB 

冷凍庫用室外機 発生源(1m) Ｇ特性 67dB 

冷蔵庫用室外機 発生源(1m) Ｇ特性 70dB 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ(50Hz） 70dB 

2階寝室 Ｇ特性 60～63dB 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞ(4Hz) 55dB 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する結婚式場の空調室外機の音による心身苦情が寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以

外に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者は集合住宅の１階に居住しており、居間で圧迫感を感

じるという。 

・苦情者によれば、発生音は連続的な音で、隣接地に結婚式場

ができ、空調室外機が設置され、試運転時以後、圧迫される

ような音が発生するようになったとのことである。 
 
 
苦情者宅に出向き、発生源との位置関係・周辺の状況、苦情者宅

の状況を確認した。また、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感

を感じるかを確認した。 
 

○発生源と思われる施設の確認 

・発生源と思われる施設はガスヒートポンプエアコンで、平成 

17年1月に設置された。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつきや地盤振動はない。 

・問題とする音は聞こえず（感じず）、圧迫感もない。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差や部屋の中で音を強く感じる場

所もない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応はとれ

ていない。 
 
 
発生源近傍、敷地境界と苦情者住居屋外で、低周波音、騒音、風

速の測定を行った。 
 

○測定方法 

・測定点を図3-14-1に示す。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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・測定は発生源側と苦情者側で同時測定とし、それぞれ1分ごと

の低周波音と騒音の最大値を連続的に測定した。 

・測定では発生源を稼働・停止させ、発生源側と苦情者側の対

応関係の確認を行った。 

○測定結果 

・連続的に測定されたデータの中から、風の影響が比較的小さ

いデータを抜き出した。 

・測定結果を図3-14-2、図3-14-3に示す。なお、図中、低周波数

域における音圧レベル上昇は風雑音によるものと考えられる。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係を調べた。 

 

・室外機稼働時には発生源側と苦情者側とも31.5Hz以上の成分

が増加しており、発生源の稼働状況の変化に伴う音圧レベル

の変化を確認できた。 

・なお、測定時苦情者は不在で、稼動状況に伴う反応の確認は

出来なかった。 

 

苦情者側は屋外での測定なので心身苦情参照値と直接比較は出来

なかった。 

 

・苦情者住居屋外で測定された結果（図3-14-3）をみると、室外

機稼働時に80Hzの音圧レベルはおよそ65〜70dBであり、既存

の実測結果より80Hzにおける内外音圧レベル差；約15dB（「手

引書」p.36、図1.3参照）を考えると、屋内では80Hzでおよそ

50〜55dBとなり、心身苦情参照値以上となる可能性が考えら

れた。 

 

室外機の稼動により、低周波音の音圧レベルが増加していること

から、何らかの対策が必要と考えられた。 

 

・室外機本体の基礎部に防振施工を行い、周囲に防音壁を設置 

した。さらに、低周波音を低減するために回転数の調整および

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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排気管の取付けを行った。 

 

実施しなかった。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-14-1 発生源側と苦情者宅の位置関係と測定点配置 

対策の効果の 
確認 
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＜苦情対応＞    
 

隣接するクリーニング店の空気圧縮機による振動・騒音に関する申

し立てが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は3階建ての一戸建てで、居間、2階への階段、トイレ

で音を感じるとのことである。 

・建具等のがたつきはないが地盤振動があり、音が聞こえ（感じ）、

圧迫感や振動感や違和感などの不快感がある。 

・問題とする音はモワモワモワという感じの音で、頭の中で響く

感じもある。 

・窓を閉めている状態では部屋で音が聞こえ、部屋の中では壁際

で強く感じるとのことである。 

・発生音は連続的で、クリーニング店の営業時間中常に発生して

いる。 

・音が発生したのは9ヶ月前からで、空気圧縮機の騒音対策として

カバーを設置し、その後圧縮機が連続運転するようになってから

である。 

・苦情者によれば、振動・騒音の両方が気になるとのことである。 

 
 

苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○発生源の確認 

・発生源と推定される空気圧縮機は苦情者宅側に設置されている

（図3-15-1参照）。 

・空気圧縮機は営業時間中連続運転をしている。 

・空気圧縮機による騒音と振動は規制基準内であった。 

○調査員の所感 

・建具等のがたつき、地盤振動はない。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・音は聞こえる（感じる）。不快感、違和感については全ての調

査員ではないが、感じた調査員がいた。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差は確認していないが、部屋の中で

は壁際で強く感じた。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

発生源近傍、敷地境界と苦情者宅屋内（2階和室、リビング）で、

低周波音の簡易的な測定を行った。 

 

○測定方法 

・測定場所を図3-15-1に示す。 

・測定では、発生源側と苦情者側の同時測定、ならびに発生源を

稼動・停止させての測定は実施しなかった。 

・発生源側と苦情者側の対応関係の確認は行った。 

○簡易測定結果 

・12.5Hz、25Hzが卓越していたが、音圧レベルは敷地境界で60

～65dBであった。 

 

簡易測定を行っただけのため、対応関係は不明。 

 

 

苦情者宅屋内における測定結果を参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・簡易測定結果によると、心身苦情参照値未満であった。 

○結果の判定 

・発生源近傍と苦情者宅で測定された低周波音の卓越周波数が 

一致したことから、苦情者宅2階の壁際で感じる音はクリーニ

ング店の空気圧縮機が原因であると判断した。 

 

騒音・振動は規制基準未満であり、低周波音は参照値未満であった

が、事業者に対策をお願いした。 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

酪農作業に伴う音による心身に係る苦情が寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで、屋外および屋内で問題の音

が聞こえ、部屋の中では壁際で音を強く感じるという。 

・約70ｍ遠方の酪農家の朝夕における作業時による連続的な音

で、うねり音とキーンという高い音により不快感がある。 

・窓を閉めると楽になり、窓を開けると苦しくなるという。 

・苦情申し立ては、測定日より1年10ヶ月前である。 

・苦情者の妻が健康被害（抜け毛など）を訴えている。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○発生源の確認と苦情者への再度聞き取り結果 

・発生源と推定される工場等には、空気圧送機、牛舎のファン、

ローダが設置されている。 

・朝方（6:30～8:30）および夜間（17:00～19:30）における作業

時に強く感じる。 

・2階よりも1階の方が強く感じる。洋室よりも、和室（寝室）

と広縁で感じる。 

○調査員の所感 

・音は聞こえる（感じる）が、圧迫感や振動感や違和感などの不

快感はない。騒音との複合苦情と思われる。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差ははっきりしないが、玄関の土間

で強く聞こえる（感じる）。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容は、概ね対応が

とれていない。 
 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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苦情者宅側の屋外および屋内で低周波音と騒音の測定を行った。 

 

○測定方法 

・発生源側敷地内での測定協力が得られなかったため、測定は苦

情者宅屋外（庭）、苦情者宅屋内（広縁）にて行った。測定点

を図3-16-1に示す。 

・通常の作業を再現させ、連続的に測定を行って発生源側と苦情

者側の対応関係の確認を実施した。 

○測定結果 

・測定結果を図3-16-2、図3-16-3に示す。 

 

 
測定結果をもとに、低周波音・騒音と苦情の対応関係を確認した。 

 

・発生源側と苦情者側の対応関係ははっきりとしなかった。 

・測定時、苦情者は「普段より音が小さく不快な感覚はない」と

話していた。 

 
苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・屋内での測定値は、心身苦情参照値以上であった。 

○結果の判定 

苦情者宅において、農家における作業内容に係わらず僅かに参

照値を超える卓越周波数が測定されたため、苦情源としてこの

影響が考えられた。ただし、発生源と考えられる農家敷地内で

の測定は協力を得られず実施できなかったため、発生源の特定

はできなかった。 

 

個別対応は市役所が担当した。 

 

・農家に対しては、周辺に配慮した作業の実施を指導した。苦情

者に対しては、測定結果を提供し状況を説明した。 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 

測 定 
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＜苦情対応＞    
 

隣接する施設から夜間に発生する音が気になるという訴えが寄せ

られた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てで、居間で聞こえるとのことで

ある。 

・問題となる音は連続的なうなり音で、不快感がある。 

・音を感じる部屋、感じない部屋があり、窓の開閉によらず聞こ

える。 

・苦情発生時間帯は昼、夜、午前6時から午後10時までで、保護

施設の開設後、7ヶ月前から発生した。 

・苦情者によると空調室外機が発生源ではないかと思われる。 
 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・苦情者宅の道を隔てた向かい側に保護施設があり、苦情者宅側

に室外機が設置されている。（図3-17-1参照） 

○発生源の確認 

・発生源と推定される建物には、空調室外機・ボイラ・ポンプが

設置されている。  

・施設、設備機器等は平成17年5月に設置された。  

○調査員の所感 

・音が聞こえる（感じる）が、不快感はない。 

・部屋の中の強く感じる場所はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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発生源近傍と苦情者宅の内外で低周波音と騒音の測定を行った。 
 

○測定方法 

・発生源側は発生源近傍で、苦情者側は苦情者宅屋外については

1階・2階玄関前、苦情者宅屋内については1階玄関と2階居間で

測定した（図3-17-1参照）。 

・発生源側と苦情者側の対応関係の確認は実施したが、発生源側

と苦情者側の同時測定は実施しなかった。 

○測定結果 

・測定結果を図3-17-2および図3-17-3に示す。 

・発生源での測定時においても、室外機からのうなり音が確認さ

れた。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係を確認した。 

 

・発生源側と苦情者側で40Hz、50Hzが卓越しており、卓越周波

数の対応が認められた。 

・発生源が不明確であったので、苦情者の被害感の確認はできな

かった。 

 

苦情者宅屋内の測定値と心身苦情参照値を比較した。 

 

○参照値との比較 

・1階玄関、2階居間における測定値は、心身苦情参照値未満であ

った。 

○結果の判定 

・苦情者宅2階玄関前と発生源事業場の空調室外機の測定結果を

比較すると、同じ周波数帯域が卓越していた。苦情者宅1階・2

階室内における測定値は心身苦情に関する参照値を下回ってい

たが、現場確認時において、苦情者の申し立て内容と調査員の

把握した内容の対応がとれていたことから、問題となっている

のは低周波音ではなく、100Hz以上程度の騒音であると考えら

れた。 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

隣接した店舗の空調室外機から低周波音が屋内で聞こえるという

訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は2階建ての一戸建てである。 

・昼間、連続的な音が聞こえ、不快感があるとのことである。 

・苦情者は隣接した店舗に設置されている空調室外機が発生源と

推定している。 
 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・苦情者宅から水路を挟んだ向かい側に大型店舗があり、苦情者

側に小型の空調室外機5台、大型空調室外機2台が設置されてい

る。（図3-18-1参照） 

○発生源の確認と苦情者への再聞き取り結果 

・発生源と推定される空調室外機の稼働時間帯は10:30～19:30

で、連続運転されている。苦情申し立ての時間帯は昼間の稼動

期間中ということで、施設の稼働時間帯と対応がとれている。 

・苦情について近隣で話し合いをしたことがある。また、過去に

周辺地域で苦情が発生したことがあり、行政指導が行われたこ

とがある。当該施設については、過去に行政対応はない。 

○調査員の所感 

・音は聞こえるが、不快感はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 
 

発生源近傍と苦情者宅内で低周波音と騒音の測定を行った。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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○測定方法 

・発生源側と苦情者側の同時測定を行った。 

・発生源を稼働、停止させての測定、および発生源側と苦情者側

の対応関係の確認は実施しなかった。 

○測定結果 

・低周波音の測定結果を図3-18-2に示す。これによると発生源側、

苦情者側とも80Hzが卓越している。 

 

 
実施しなかった。 

 

 

 
苦情者宅屋内の測定値と心身苦情参照値を比較した。 

 

○参照値との対応 

・測定値は、80Hzで心身苦情参照値を上回った。 

○結果の判定 

・苦情者宅2階で観測された低周波音と店舗に設置された小型空

調室外機前における低周波音の測定結果を比較すると、どちら

も80Hzが卓越していること、苦情者宅2階の窓を閉めた状態に

おいても、測定値が心身に係る苦情の参照値を超過しているこ

とから、80Hz帯域の低周波音による苦情であると推定された。 

 

 
発生源側に対策を申し入れるとともに、苦情者に対して説明を行っ

た。 
 

・発生源側に対しては、低周波音の測定結果を報告し、小型室外

機の移設等の検討を申し入れた。 

・苦情者に対しては、発生源者の対応により騒音低減対策実施の

有無が決まることを伝えた。低周波音測定結果の参照値超過は、

規制基準違反ではないため騒音低減対策の強制力はないことを

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

店舗開設に伴い空調室外機の試運転を行ったところ、隣接マンシ

ョンの居住者から苦情が寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は2人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家がある。 

・苦情を寄せたのは隣接した集合住宅の2、4階に居住する人で、

室外機のファンの駆動音が、室外機直近の居間、台所で音が聞

こえ、頭痛、イライラ感、不快感があるとのことである。 

・問題の音は、窓際で特に大きく聞こえ、窓の開閉に関係なく聞

こえるとのことである。 
 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 
○苦情者への再度聞き取り結果 
・室外機を設置し、試運転開始したところ苦情が発生した。 

・室外機に直近の居間、台所で被害を訴えている。特に台所は窓

付近が著しいため調理に支障がある。 

・発生源と苦情者宅の位置関係は図3-19-1参照。 

○調査員の所感 

・音が聞こえ、不快感がある。 

・音を感じる部屋、感じない部屋があり、部屋の中では台所の窓

で強く感じる。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応はとれて

いる。 
 

苦情者、発生源側施設担当者の両者が立ち合い、運転・停止をしな

がら、測定を行った。 
 

○測定方法 

・騒音も問題になっていたことから、騒音計を用いて、騒音レベ

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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ルとオクターブバンド音圧レベルを測定した。 

・測定場所は、敷地境界と苦情者宅屋内（居間、台所）とした（図

3-19-1参照）。 

・発生源側と苦情者側の同時測定は実施しなかった。 

○測定結果 

・騒音レベルは敷地境界では施設稼働時68dB(A)、停止時55dB(A)

で、居間では稼働時53dB(A)（戸開け）、41-42dB(A)（戸閉め）

であった。なお、オクターブバンド音圧レベルは図3-19-2参照。 

 

 
施設の稼働・停止による音圧レベルの変化を確認した。 
 

・施設の稼働状況の変化に伴う音圧レベルの変化がみられた。 

・現場調査時、調査員のうち1名が苦情者室内で圧迫感を感じ、吐

き気をもよおしたため室外に退出した。（空調室外機作動時で、

室外に退出したところ圧迫感はなくなった。） 

 

 
苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 
 

○参照値との比較 

・本測定では，オクターブバンド分析を行っているので、そのま

ま参照値との比較はできない。 

・63Hzの値は窓を閉めても54dBであり、63Hzのオクターブバン

ドに含まれる3つの1/3オクターブバンド（50Hz,63Hz,80Hz）

のうち最も大きな参照値の値である52dB（50Hz）より大きい

ことから、50Hz,63Hz,80Hzのいずれかの周波数で心身苦情参

照値を上回ると推定された。 

○結果の判定 

・測定時の調査員の感覚も苦情者の申し立て内容と対応してい

ること、測定結果が心身苦情の参照値を超過している可能性

があることなどから、空調室外機による低周波音の被害と推

定した。 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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＜苦情対応＞    
 

医療施設屋上に設置された空調室外機等から発生する低周波音、騒

音による睡眠妨害、不快感等の苦情が寄せられた。 
 

・苦情を申し立てている家屋は5軒、人数は10名である。 

・苦情者家屋はいずれも2階建ての一戸建てで、それぞれ音を感

じる部屋がある。 

・部屋の中では壁際で強く感じる。 

・問題とする音は連続的であり、騒音・低周波音による不快感、

圧迫感、夜間・早朝の睡眠妨害がある。特に明け方空調機に一

部が一斉に稼動する際の衝撃的な音で目が醒めるとのことで

あった。 

・問題となる音の表現は苦情者によって異なり、ウーン、ウォン

ウォン、ゴー、キーン、ギーン、ジーン等様々である。 
 
 
発生源側建物、苦情者側住宅の問題となる部屋において、発生源と

の位置関係・周辺の状況、発生源の状況、苦情者宅における状況を

確認した。また、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感を感じたか

を確認した。 
 
○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・両者の位置関係を図3-20-1に示す。苦情者宅は医療施設の南側

と東側に位置する。 

○発生源の状況 

・発生源とされる建物の屋上には、変圧器とたくさんの空調室外

機が設置されている。 

○苦情者への再度聞き取り 

・南側苦情者宅の1軒では、医療施設の軒下に設置された換気扇

の音が不快との指摘があった。 

・また、別の1軒ではたまに2階の天井の方から低い音がするとの

ことであった。 

○調査員の所感 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 
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・問題とする音は低い周波数の唸り音と高い周波数の音で、耳に

は聞こえるが、圧迫感や不快感はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容は概ね対応がと

れている。 

 
 

発生源側と苦情者宅屋内で低周波音、騒音の測定を行った。 
 

○測定方法 

・測定場所は、発生源側は建物屋上端部、苦情者側は屋上および

被害感のある部屋とした（図3-20-1参照）。 

・測定は発生源側と苦情者側の同時測定とし、発生源を稼動、停

止させて実施した。測定では窓の開閉も実施した。また、これ

と併せて苦情の体感調査を実施し、発生源側と苦情者側の対応

関係について確認した。 

○測定結果 

・発生源側と苦情者宅における測定結果を図3-20-2～図3-20-3に

示す。室外機および変圧器排風機では発生源側と苦情者宅屋外

で観測された騒音・低周波音の卓越周波数が対応しているが、

換気扇は対応がみられなかった。 

・騒音測定結果によると、全室外機を稼動させた場合、施設東側

の敷地境界で朝・夕・夜間の騒音規制基準を上回ることが予想

された。 

 

 
施設の稼働・停止と、苦情者の反応の対応関係を確認した。 
 

・体感記録結果の一覧を表3-20-1に示す。調査の結果、施設の稼

動状況と体感が対応している苦情者と、対応していない苦情者

がいることが確認された。 

 

 
苦情者宅屋内での測定結果を参照値と比較した。 
 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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○参照値との比較 

・発生源側と苦情者宅内外における測定結果を図3-20-2～図3-20-

3に示す。室外機は50Hzで、変圧器排風機は80Hzで心身苦情参

照値を上回った。なお、換気扇については参照値未満であった。 

○結果の判定 

・発生源を稼動、停止させての測定を行ったところ、苦情者の

被害感と一致していたこと、苦情者宅屋内での測定値が、心

身苦情の参照値を超えていたことから音源となっている施設

を特定した。 

 

測定結果を関係者に示して説明を行うとともに、検討委員会にて対

策方法を検討した。 

 

・空調室外機側の改良、低騒音型の変圧器機への変更、干渉型防

音壁の設置、一部空調機の起動時間の調整等を実施することに

より、関係者双方の合意が整い、解決に至った。 

・なお、南側の1軒から2階天井付近からの音は、発生する日と気

象状況の関係を調べたところ、風によるアンテナの共振が原因

と判明し、別途対処がなされた。 

 
 

行っていない。 
 
・住民によると、対策の結果以前より音が小さくなったとのこと

であり、対策により音圧レベルが 6～10dB 以上低減したものと

推測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 

対策の効果の 
確認 

対策の検討 
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＜苦情対応＞    
 

マンション 2 階の居住者から、低周波音に関する申し立てが寄せら

れた。 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者は、集合住宅の2階に居住しており、屋内で一日中、間

欠的に低周波音が聞こえるとのことである。 

・苦情者によると、天井付近から洗濯機が回転するような、「ぐわ

んぐわん」という音が響くように聞こえるとのこと。 

・問題が発生したのは2ヶ月前からで、集合住宅内のエレベータの

温度調節用のファンが故障し、そのときエレベータに近い部屋

の天井（図3-21-2の測定点8）から低い音が聞こえた。翌日、故

障していたファンを修理したが、その後もファンの音とは違う

低い音が気こえている。 

・エレベータの動作音とも、照明器具のノイズとも異なる。 

・自室の玄関扉の横に、電気メーターが設置されているが、それ

を交換しても室内で聞こえる音に変化はなかった。冷蔵庫の電

源を切っても、ガスの排気筒を交換しても変化はなかった。換

気扇、洗濯機を使用すると音が大きく聞こえる。 

・音が聞こえるときは、室内にあるインターホンからもジーとい

う音が聞こえるようになる。 

・窓を閉めると苦しくなるが、窓を開けると楽になる。建物外に

出たら、音は聞こえなかったとのことである。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差はないが、部屋の中では壁際 

（図3-21-2の測定点1,5,8,10）で強く感じるとのことである。 

・音が大きくなるときと小さくなるときがある。 

・気温が高い日は大きな音が聞こえる。 

・22時から朝6時までは特に大きな音が聞こえる。 

・休日は昼間でも大きな音が聞こえることが多い。 

・ベッドで寝ていると、振動も感じられるような気がする。 

・奥さん（苦情者）は常に低い音が聞こえ、旦那さんは全てでは

ないが聞こえる。 

申し立て内容 
の把握 
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・1 階の部屋（自室の真下）の換気扇を止めてもらっても変化は

なかった。 
・3 階の部屋（自室の真上）のエアコンは、音が聞こえる時には

使用されていなかった。3 階の部屋にある観賞魚用水槽の電源

を切っても変化はなかった。 
・3 階の部屋では音は聞こえない。 
・苦情者が入居している部屋には隣接していない 2 階の別の部屋

にお邪魔したときには音が聞こえたが、自室で聞こえるほど大

きくはない。この部屋の住人によると、この音は 6 月以前から

聞こえているが、その住人にとっては気になるものではないと

のこと。なお、音が聞こえたのは自室の他ではこの 1室のみで、

自室と隣接した部屋では聞こえなかった。 
・マンション理事会の人が室内に立ち入り状況を調査したが、理

事会の一部の人は音が聞こえたと言っていた。 
・集合住宅のメンテナンス会社に調査を依頼し、エレベータ室、

貯水タンク（苦情者が居住している棟には設置されていない。）

マンションの室内で騒音計を用いて調査を行ったが、特に異常

はなかった。 

 

苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○周囲の状況 

・苦情者宅周辺の地図は図3-21-1に記載 

・苦情者が居住するマンション（以下、マンション）の周辺は

住宅街となっており、マンション西側には事務所があるが、

騒音や低周波音が発生するような施設等は設置されていない

模様である。 

・苦情者宅から50m程北側に幹線道路がある。南側に道路があり、

南側道路を自動車が通行した場合、走行音は苦情者宅内でも聞

こえる。 

・マンションに、事業場等は入居していない。 

○苦情者宅の状況 

・苦情者宅で常時稼働している機器は、冷蔵庫、インターホン、

現場の確認 
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電気メーターである。 

○調査員の所感 

・苦情者が問題とするような音は聞こえない（感じない）。不快

感もない。地盤振動もない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応はとれて

いない。 

 

苦情者宅屋内で、低周波音、騒音、振動の測定を行った。 

 

○測定方法 

・測定は2回実施した。1回目は低周波音・騒音について、苦情者

宅屋内の浴室を除く全ての部屋（図3-21-2参照）で測定した。 

・2回目は寝室で低周波音の測定を行った。その際、苦情者の反

応も併せて調査した。 

・2回とも調査員は、苦情者が申し立てる音を確認できなかった。 

○測定結果 

・低周波音は、図3-21-3、図3-21-4参照。 

・騒音レベル（苦情者宅屋内）は3～5分間のL95で39～51dBであ

った。 

・振動レベル（苦情者宅屋内玄関）は20dB未満であった 

 

発生源が不明のため、対応関係の確認は実施できなかった。 

 

 

 
苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との対応 

・測定値を心身苦情参照値と比較したところ、全ての測定結果で

参照値未満であった。 

・苦情者の反応と低周波音の周波数特性を比較したところ、反応

と測定結果に対応関係は見られなかった。 

○結果の判定 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 
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・音量が極めて小さい低周波音ではない音（騒音）が原因である

か、苦情者の体調の問題であると判断された。 

 

苦情者の話をできるだけよく聞き、部屋にいるときはテレビやステ

レオ等をつけて気分をまぎらわすことや、外出するなどのソフト的

な対策を提案した。 

 
 
行っていない。 
 
 

対策の検討 

対策の効果の 
確認 
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＜苦情対応＞    
 

マンションの管理会社より、住民が音の苦情を訴えているとの相談

が寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者は集合住宅の3階に居住している。 

・苦情者によると、6ヶ月前から、屋内でブ～ン、ゴロ～、ガラ

～、ポワ～、ポ～といった連続的な音が一日中聞こえて不快で

あるという。 

・窓の開閉によらず音が聞こえるが、窓を開けると楽になり、窓

を閉めると苦しくなるという。 

・家屋内ではトイレで最も音を感じる。 

・本人は上階の住人が発生源かもしれないと主張している。 

 
 
苦情者宅に出向き、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感を感じる

かを確認した。 
 

○調査員の所感 

・苦情者が問題とするような音は聞こえない（感じない）。 

・圧迫感や振動感や違和感などの不快感もない。 

・家屋内の部屋毎の感じ方の差はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いない。 
 

苦情者宅内のトイレで低周波音を測定した。 

 

・室内に機器による影響の有無を調べるため、ブレーカを入れた

場合と切った場合について測定を行った。 

・この時、苦情者は別の部屋におり、苦情者の反応は確認しなか

った。 

・測定結果を図3-22-1に示す。 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 
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発生源不明のため、実施できなかった。 

 

 

 
苦情者宅屋内での測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・測定結果は、心身苦情参照値未満であった。 

・この時、調査員も問題となるような音を感じなかった。 

○結果の判定 

・測定時、調査員にも問題となるような音が感じられなかったこ

と、参照値を上回る音圧レベルは測定されなかったことから、

苦情者の体調の不調は、低周波音の発生によるものではないと

判断した。 

 

測定結果を受けて、対応方法を検討した。 

 

・苦情者が体調の不調も訴えていたことから、調査に出向く際に、

保健師に同行を依頼した。体の調子を悪くするような低周波の

音は出ていないことを説明し、同行した保健師から、体調につ

いて不安があるときは相談に乗ることを伝えた。その後苦情の

訴えはない。 

 
 

行っていない。 
 
 
 
 
 
 
 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 

対策の効果の 
確認 

対策の検討 
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【事例－23】 

発生源 ：ハンマー式粉砕機 

苦情内容：建具の揺れ・がたつき、不快感、圧迫感、振動 

対策方法：ハンマー式粉砕機の回転軸およびハンマーの交換 

＜苦情対応の概要＞ 

発生源付近に住む住民から、建具の揺れやがたつき、不快感、圧迫感の苦情が寄

せられた。苦情者宅および苦情者が所有するマンションで低周波音を測定したとこ

ろ 25 Hz の周波数帯が卓越し、心身に係る苦情に関する参照値を超過していた。

苦情者宅周辺および近隣の事業所内で低周波音源を調査した結果、ハンマー式粉砕

機を起動した時に、25 Hz の周波数帯が卓越することを確認した。モーターとハン

マー駆動部を切り離して稼働させたところ、ハンマー駆動部に問題があることが判

明した。ハンマー式粉砕機の回転軸が摩耗していたため、回転軸とあわせてハンマ

ーも交換したところ低周波音の低減が確認できた。改善後の苦情者宅で低周波音の

ような音を感じるものの、物が揺れる現象は改善した。 

＜苦情対応の流れ＞ 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

発生源付近の住民から、振動で困っているとの振動苦情が寄せられ

た。 

 

・発生源付近に住むマンションオーナー夫婦からの、建具の揺れ・

がたつき、不快感、圧迫感の苦情である。 

 

 

苦情者宅に出向き、発生源との位置関係・周辺の状況、苦情者宅の

状況を確認した。また、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感を感

じるかを確認した。 

 

○苦情者への聞き取り結果 

・建具等が揺れる。 

・うなり音が聞こえ、重苦しく感じる。 

・工場が稼働している時のみ感じる。 

・苦情者が訴える症状から低周波音による被害と判断した。 

○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・事業場の近くに苦情者宅および苦情者所有のマンションがある。 

・発生源側の主な施設の配置、および苦情者宅との位置関係は図

3-23-1に示すとおり。 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・発生源の用途地域は、準工業地域である。 

○発生源側の施設の確認 

・ハンマー式粉砕機 1台（図 3-23-1参照）。 

・モーターを稼働させ投入した廃材を回転するハンマーにより粉

砕する作業を平日午前 9時から午後 5時までの間に連続的に行

っている。 

・粉砕機カバーは防音対策として設置しているが、防振対策は行

っていない。 

・粉砕機投入口は屋内にある。 

○調査員の所感 

・苦情者宅を訪問した際、建具の揺れやがたつき、不快感や圧迫

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 
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感を感じた。苦情者が所有するマンションでも同様に不快感や

圧迫感を確認した。 

・低周波音は、連続的に感じられた。 

○発生源の推定ができた場合 

・振動苦情として受付け、発生源と疑われる事業所を訪問し、振

動源が無いことを確認した。苦情者宅で振動を測定した結果は

規制値未満であった。 

・後日、苦情者宅内および苦情者が所有するマンション室内で低

周波音を測定したところ、25 Hzの周波数帯が卓越しており、

この帯域の音圧レベルは各々、苦情者宅玄関は 78 dB、苦情者

が所有するマンション室内は 82 dBで、心身苦情の参照値を超

過していた（図 3-23-2参照）。 

・G特性音圧レベルは、苦情者宅玄関は 83 dB、苦情者が所有す

るマンション室内は 87 dBであった。 

・苦情者宅周辺および発生源周辺で低周波音源を調査することと

した。 

 

 

発生源側において低周波音の測定を行った。 

 

○測定方法 

・発生源近傍および発生源側施設内において、稼働および停止時

に低周波音の測定を行った。 

○測定結果 

・発生源近傍および発生源側施設内の測定結果は図 3-23-3に示

すとおり。 

・ハンマー式粉砕機の稼働時（廃材の投入時ではなく、機械を起

動した時）に、25 Hzの周波数帯が卓越していることを確認し

た。 

・粉砕機付近での測定結果は、25 Hzの周波数帯が卓越しており、

粉砕機モーター前では、粉砕機前よりもより突出していること

を確認した。 

・他の機械から 25 Hzの周波数帯の低周波音が発生していないか

測 定 
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を調査したが、ハンマー式粉砕機以外に 25 Hzの周波数帯が卓

越しているものは無いことを確認した。 

・粉砕機メーカーのメンテナンスの結果、粉砕機のモーターに異

常は無く、モーターが設置されている架台のボルトのゆるみが

判明したことから、ボルトを締め直した後に低周波音測定を行

ったが、依然として 25 Hzの周波数帯が卓越しており、粉砕機

投入口付近が最も大きいことを確認した。 

・ハンマー式粉砕機と集塵用送風機を片方ずつ停止し測定を行っ

た結果、ハンマー式粉砕機が発生源であることが判明した（図

3-23-4参照）。 

 

 

測定結果から発生源側と苦情者側との対応関係を確認した。 

 

・発生源の稼働時に建具の揺れ・がたつきが確認され、また、発

生源側と苦情者宅の卓越周波数が対応していた。 

・発生源の稼働時における苦情者が訴える不快感・圧迫感との対

応関係について確認を行った。 

 

苦情者宅の測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

○参照値との比較 

・苦情者宅内および苦情者が所有するマンションでは、25 Hzで、

心身に係る苦情の参照値を超過していた。 

○結果の判定 

・稼働時の卓越周波数が、苦情者側と発生源側で対応しているこ

とおよびハンマー式粉砕機以外に 25 Hzの周波数帯が卓越して

いる機械が無いことから、発生源が特定された。 

 

 

ハンマー式粉砕機のどの部分に問題があるか特定するため、モータ

ーとハンマー駆動部を切り離して稼働させたところ、ハンマー駆動

部に問題があることが判明しため、部品を交換した。 

 

・モーターとハンマー駆動部を切り離して稼働させたところ、ハ

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 

対策の検討 

評 価 
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ンマー駆動部に問題があることが判明した。

・ハンマー式粉砕機の回転軸が摩耗していたため、回転軸とあわ

せてハンマーも交換した。

・なお、架台および本体のボルトの締め直し、本体への制振塗料

の塗布、回転軸のグリスアップ、本体への制振ゴムおよび制振

機能金属の取り付け、敷地境界への防音シートの設置を行った

が、いずれも改善には至らなかった。

対策後の測定を実施した。 

・25 Hzの周波数帯の音圧レベルの低減が確認できた（図 3-23-4

参照）。

・対策後の苦情者宅内での測定を行ったところ、25 Hzの周波数帯

の音圧レベルの低減を確認し、心身に係る苦情に関する参照値

を下回っていた（図 3-23-2参照）。

・苦情者宅および屋外で唸るような音を感じるものの、物が揺れ

る現象は無くなった。

・苦情者が現状に満足を示したため、対応を終了した。

対策の効果の 

確認 
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ハンマー式粉砕機の概略図  発生源配置図 

※測定位置：①苦情者宅玄関 ②苦情者所有マンション室内 ③粉砕機横倉庫内 ④粉砕機前 ⑤粉砕機モーター前

⑥粉砕機投入口前

図 3-23-1 発生源側と苦情者宅の位置関係 

発生源 

①苦情者宅

②苦情者が所有する

マンション

③ 

⑤ 

④ ⑥

（投入口フロア） 
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図 3-23-2 対策前・対策後の苦情者宅における低周波音の測定結果 

 

 
※④、⑤、⑥の測定時は、粉砕機以外の周辺機器は停止させた。 

図 3-23-3 発生源付近および発生源施設内の低周波音の測定結果 
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※④粉砕機前対策前（ハンマー式粉砕機稼働、送風機停止）は、図 3-23-3の④粉砕機前と同

じデータ 

図 3-23-4 発生源付近における対策前・対策後の低周波音の測定結果 
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【事例－24】 

発生源 ：頭首工（堰）の放流時の越流水の水膜 

苦情内容：不快感、音がうるさい、不眠 

対策方法：スポイラー設置 

 

 

＜苦情対応の概要＞ 

「24 時間、低い、モーターのような音がして、眠れないことがある」という苦

情が寄せられた。市が測定を実施し、頭首工のゲート開放時に頭首工側から風が吹

くと、低周波音が発生することを確認したため、発生源側に対して当該構造物に要

因があることが示唆される旨を通知した。発生源側が調査したところ、ある一定の

越流量の範囲内において比較的強く風が吹いている時にうなり音が発生し、音圧レ

ベルが高く、また、うなり音が発生している時は越流水の水膜が形成され波打ち、

これが低周波音の原因であると把握した。そこで、発生源側で対策工事を行った結

果、その効果が確認できた。 

（注）スポイラー；水膜分断装置のこと。水がゲートから落下する際、水膜が薄いと流れが不安定

となって振動し、落下する水膜がスピーカーのようになって低周波音を発生する場合がある。

堰のゲート長手方向にスポイラーを設置することにより、越流する水膜を分断し水膜の振動

を発生しないようにする。 

 

＜苦情対応の流れ＞ 

 

 

 

＊屋内では測定していない。 
苦情者の反応については調査できなかったが、調査職員は体感している。 
 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

頭首工（堰）によると思われる苦情相談が寄せられた。 

 

・24時間、モーターのような低音でうなる音がして、眠れないこ

とがある。 

・不快感はあるが、圧迫感はない。 

・建具の揺れ・がたつきの苦情はない。 

 

発生源との位置関係・周辺の状況、発生源の状況を確認した。また、

原因が疑われる場所において簡易測定を行い、調査員自ら苦情者が

申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・発生源と苦情者宅は約 200 m 離れている。 

・両者の位置関係を図 3-24-1に示す。 

○発生源と推定される施設の確認 

・原因が疑われる場所において簡易測定を行ったところ、31.5 Hz

に卓越成分があった。 

・頭首工のゲートを開放しているときに頭首工側から風が吹くと、

低周波音が発生することを確認した。 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・河川の対岸側に幹線道路がある。 

○調査員の所感 

・風が吹いたときに低周波音を強く感じられた。 

○発生源と推定・確認ができた場合 

・発生源側に対して当該構造物に要因があることが示唆される旨

を通知した。 

・市の通知を受けて、発生源側が調査を実施した結果から、低周

波音の発生状況は一定ではなく、風が比較的強く吹いていると

きにうなり音が発生し、そのとき音圧レベルが高くなる。 

・うなり音が発生しているときは越流水の水膜が形成され、水膜

が波打っており（写真 3-24-1参照）、これが低周波音の原因と

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 
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なったと考えられた。 

・うなり音が発生していない時は、水膜が形成されていなかった

（写真 3-24-2参照）。 

 

発生源の近傍と苦情者宅周辺屋外で低周波音の測定を行った。周辺

幹線道路の影響の有無を確認するために幹線道路に近い風下側でも

測定した。 

 

○測定点 

・測定点配置は図3-24-1参照。 

・発生源近傍の頭首工下流（地点１）と苦情者宅から約 100 mの

位置（地点２）で同時測定を行い、発生源側と苦情者宅側の対

応関係を確認した。 

・幹線道路の影響の有無を確認するため、頭首工下流（地点１）

と幹線道路に近い位置（地点３）でも同時測定を行った。 

○測定方法 

・1/3オクターブバンド中心周波数毎の音圧レベルを測定した。 

・測定時間：10分間 

・サンプリング間隔：１秒毎（600 サンプル） 

・水を放流した状態で、地点１と地点２で約５分間同時測定した

後、放流を約５分間停止した。 

・放流を再開した後、地点１と地点３で約５分間同時測定した。 

・簡易測定および事前調査の結果から、苦情者側で感じる低周波

音は地点１に近づくとより強く感じられたため、苦情者宅の近

傍では測定しなかった。 

○測定結果 

・測定結果は図 3-24-2に示すとおり。 

・発生源側（地点１）の測定結果は、簡易測定と同じく 31.5 Hz

に卓越成分があった。 

・苦情者側（地点２）と幹線道路に近い位置（地点３）では、風

による雑音が大きく、放流時の特徴的な卓越周波数成分を測定

できなかった。  

 

 

測 定 1 
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事業者が頭首工付近の越流量を変化させて、測定した。 

 

○測定点 

・頭首工下流（地点１）において測定した（図 3-24-1参照）。 

○測定方法 

・1/3オクターブバンド中心周波数毎の音圧レベルを測定した。 

・越流量を 1.1 ㎥/s、2.4 ㎥/s、1.9 ㎥/s、1.5 ㎥/sと変化さ

せて、10分間又は 15分間測定した。 

○測定結果 

・測定結果は図 3-24-3に示すとおり。 

・越流量 1.1 ㎥/sのとき、川の流れに逆らう方向から適当な強

さの風が吹いた際にうなり音の発生が確認され、31.5 Hzの音

圧レベルは最大値では 101 dBであった。また、G特性音圧レベ

ルは 97 dBであった。 

・越流量 2.4 ㎥/sのとき、31.5 Hzの音圧レベルは最大値では

75 dBであった。また、G特性音圧レベルは 85 dBであった。 

・越流量 1.9 ㎥/sのとき、31.5 Hzの音圧レベルは最大値では

75 dBであった。また、G特性音圧レベルは 83 dBであった。 

・越流量 1.5 ㎥/sのとき、川の流れに逆らう方向から適当な強

さの風が吹いた際にうなり音の発生が確認され、31.5 Hzの音

圧レベルは最大値では 100 dBであった。また、G特性音圧レベ

ルは 97 dBであった。 

 

 

越流水量と音圧レベル、苦情の対応関係を調べた。 

 

・測定 2の結果、越流量と低周波音の発生には関連性があり、越

流量 1.9 ㎥/s 未満の時に低周波音の発生が確認された。 

 

 

苦情者側は屋外での測定なので心身苦情参照値と直接比較は出来な

かった。 

 

評 価 

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 

測 定 2 
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・測定結果をみると、31.5 Hz に卓越成分を持つ低周波音が発生

した。 

・現場確認時における水膜での縞の発生、調査員の体感および事業

者による測定結果から、発生源は頭首工と判断した。 

 

 

対策工事実施までの暫定的な対策として、流量を一定規模以上確保

した。 

・流量が減少すると低周波音レベルが増大するため、流量を一定

規模以上とした。 

ゲートにスポイラーを設置した。 

・水膜の形成が低周波音の発生原因となるため、水膜を形成させ

ないような対策を実施した。 

 

一定の効果が得られた。 

 

 

 

コメント 

*越流量と固有振動との関係は、「低周波音防止対策事例集」（環境省水・大気環境局大気生活

環境室）に記載されている。 

http://www.env.go.jp/air/teishuha/jirei/teisyuha_jirei_H29.pdf 

 

 

対策の検討 

対策の効果の 

確認 
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図 3-24-1 発生源側と苦情者宅の位置関係および代表的な測定地点  

低周波音発生 

時の風向 
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※地点 2、地点 3では風雑音により放流音を正確に測定できなかった。 

 

図 3-24-2 測定結果 1 

 

 

図 3-24-3 測定結果 2（地点 1での事業者による測定）  
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写真 3-24-1 測定時の水膜の状況      写真 3-24-2 測定時の水膜の状況 

【低周波音発生時】            【低周波音発生なし】 

  
縞が見られる     水はすだれ状に落下、縞はみられない 

 

 

幅又は背後空洞の容積が卓越周波数と関係あり 
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【事例－25】 

発生源 ：ルームランナー 

苦情内容：不快感、圧迫感 

対策方法：移設 

 

＜苦情対応の概要＞ 

1 階執務室で勤務する職員複数から、2 階トレーニングルームに設置されたルー

ムランナーの使用時に不快感および圧迫感を感じ、仕事に支障が生じるという苦情

が寄せられた。測定を行った調査員をはじめ、大多数の人が不快感を感じ、ルーム

ランナー使用と苦情内容は対応していた。使用していないとき（停止時）の測定結

果は、心身苦情参照値未満であるが、使用時は心身苦情参照値を超過していた。対

策として、ルームランナーを移動させたり、防音床材を敷くことにより、心身苦情

参照値未満となり、苦情が収まった。 

 

 

＜苦情対応の流れ＞ 

 

 

 

 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

上階に設置されたルームランナーの使用時に不快感、圧迫感を感じ

るという苦情が寄せられた。 

 

・1階執務室で勤務する複数の職員から、2階のトレーニングル

ームでルームランナー使用時のみ低周波音と思われる音が響い

てくるので一度測定してほしいという相談を受けた。 

・不快感、圧迫感を感じ、仕事に支障が生じる。 

 

 

苦情者側および発生源側に出向き、聞き取りを行った。調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○発生源側と苦情者側の位置関係 

・発生源のルームランナー4台は、苦情のある執務室の真上に設

置されている。 

・発生源の階下の部屋は静穏を必要とする執務室である。 

・両者の位置関係を図 3-25-1に示す。 

○苦情者への聞き取り結果 

・大多数の人が不快感を感じる。 

・物的苦情はない。 

○調査員の所感 

・測定を行った職員は不快感を感じた。 

・2階の他の部屋では低周波音は感じられない。 

・ルームランナー設置場所の直下から離れるほど不快感は小さく

なる。 

・執務室内よりも隣接する個室の方が不快感は大きい。 

・発生源の使用と不快感に対応関係があった。 

○発生源と確認ができた場合 

・低周波音の測定を行った。 

・発生源施設の管理者は対策を検討することとなった。 

 

 

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 
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苦情者側で低周波音の測定を行った。 

 

○測定方法 

・苦情のある執務室内 1箇所および隣接する個室 1、2、3の計 4

箇所で、ルームランナー使用時の低周波音の測定を行った。 

・執務室に隣接する個室 1でルームランナーを使用していない状

態の低周波音の測定を行った。 

・測定点配置は図 3-25-1参照。 

○測定結果 

・ルームランナーの停止・使用時に個室 1で測定した結果、使用

時に、1 Hzと 2 Hz以外すべての周波数帯域で音圧レベルが上

昇した（図 3-25-4参照）。 

・ルームランナーの使用時、個室 1、個室 2、個室 3、執務室のす

べての測定地点で 40 Hzまでの帯域で、音圧レベルは 60 dBを

超えていた。 

 

 

発生源側と苦情者側との対応関係を確認した。 

 

・ルームランナー使用時に音圧レベルが上昇したことや、使用時

はすべての測定地点で心身苦情参照値を超過したことから、ル

ームランナーの使用と苦情内容の対応があることを確認した。 

 

 

測定値を心身苦情参照値と比較した。 

○参照値との比較 

・ルームランナー使用時はすべての測定地点で心身苦情参照値を

超過していた。 

・個室 1は、16 Hz～63 Hzで超過していた（図 3-25-4参照）。 

・個室 2は、20 Hz～40 Hz、63 Hzで超過していた（図 3-25-2

参照）。 

・個室 3は、20 Hz～40 Hzで超過していた（図 3-25-5参照）。 

・執務室は、31.5 Hz～80 Hzで超過していた（図 3-25-3参照）。 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 
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○結果の判定 

・ルームランナー使用時に心身苦情参照値を超過し、ルームラン

ナーの使用と苦情内容の対応が確認されたことから、ルームラ

ンナーの使用が低周波音の原因であると判断した。 

 

ルームランナーを移設した。 

 

・ルームランナーの位置を階下の執務室の壁付近になる位置（移

設位置①）に移動させ、ルームランナーの下に防音床材を敷き、

執務室、個室 2、個室 4、個室 5で低周波音を測定したところ、

心身苦情参照値を下回った。 

・最終的には、執務室から離れた位置であるトレーニング室とは

別室（移設位置②）にルームランナーを移動させた。 

 

対策後の確認調査を実施した。 

 

・調査員 2名の感覚では音はわずかに聞こえたが、不快感はなく

なった。 

・個室 2では、移設位置①から移設位置②への移動後、各周波数

帯の音圧レベルは下がった（図 3-25-2参照）。 

・執務室内では、移設位置①から移設位置②への移動後、8 Hz、

12.5 Hzでは音圧レベルは上がったが、その他ほとんどの周波

数帯の音圧レベルは下がった（図 3-25-3参照）。 

・個室 4では、移設位置①から移設位置②への移動後、16 Hz前

後の周波数帯域では音圧レベルは上がったが、その他の周波数

帯の音圧レベルは下がった（図 3-25-6参照）。 

・個室 5では、移設位置①から移設位置②への移動後、10 Hz～

31.5 Hz、50 Hz～80 Hzでは音圧レベルは上がったが、物の揺

れはほとんど確認できなかった（図 3-25-7参照）。 

 

コメント 
*心身苦情であるため物的苦情に関する参照値と比較するものではないが、参考として屋内の

測定結果を物的苦情に関する参照値と比較した。 

 

  

対策の検討 

対策の効果の 

確認 
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●：移設前（測定結果①の時）の測定点  ▲：移設後（測定結果②の時）の測定点 
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※ルームランナー移設位置①は梁上にあたる。 

図 3-25-1 発生源側と苦情者側の位置関係および測定地点 
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図 3-25-2 ルームランナー停止時・使用時（対策前・後）の測定結果（個室 2） 

 

 

図 3-25-3 ルームランナー使用時（対策前・後）の測定結果（執務室内） 
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図 3-25-4 ルームランナー使用時（対策前）の測定結果（個室 1） 

 

 

図 3-25-5 ルームランナー使用時（対策前）の測定結果（個室 3） 
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図 3-25-6 ルームランナー停止時・使用時（対策後）の測定結果（個室 4） 

 

 
図 3-25-7 ルームランナー停止時・使用時（対策後）の測定結果（個室 5） 
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【事例－26】 

発生源 ：冷蔵庫 

苦情内容：不快感、頭痛、不眠 

対策方法：冷蔵庫の下に家庭用マットを敷く 

 

＜苦情対応の概要＞ 

1 週間前から低周波音を感じるという苦情が寄せられた。苦情者アパートの大家

および苦情者宅の上階の住人に協力を得て室内の確認を行ったところ、苦情者宅内

の測定箇所の直上にあたる場所に冷蔵庫があり、発生源と推定した。苦情者宅内で

低周波音を測定したところ、心身に係る苦情に関する参照値を超過していた。発生

源の稼働時・停止時と苦情者の被害感および低周波音測定結果とに対応があった。

発生源の下に家庭用マットを敷き対応し、再測定をしたところ、参照値以下である

ことを確認した。 

 

＜苦情対応の流れ＞ 

 

 

 

＊Ｇ特性音圧レベルとは比較していない。 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

1 週間前から低周波音を感じる、頭痛がする、眠れないという苦情

が寄せられた。 

 

・窓を開けると他の音によりマスクされるので多少は気が楽に

なる。 

 

苦情者宅周辺の状況を確認した*1。また、苦情宅内において測定を

行い、調査員自ら苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○苦情者宅の住居状況 

・苦情者家屋は、木造 2階建てアパートの 1階である。 

・苦情者宅の間取りは図 3-26-1に示すとおり。 

○苦情者への聞き取り結果 

・苦情者自身も発生源がどこにあるか不明であった。 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・近隣に工場や設備等はない。 

・近隣の調査を日を変えて４回実施したが、発生源の特定に至ら

なかった。 

○調査員の所感 

・調査員の耳で聞き取れない音であった*2。屋外での発生源調査

が困難であった。 

○発生源と推定される施設の確認 

・苦情を受け付けた当日に苦情者宅内にて低周波音測定を実施し

たところ、心身に係る苦情に関する参照値を超過していた。 

・測定結果を苦情者に伝えると、発生源調査を要望された。 

・低周波音は規制ではないことを事前に説明し、承知された上で、

公害苦情相談での対応として発生源調査を行った。 

○発生源と推定・確認ができた場合 

・近隣の調査の後日、大家および苦情者宅の上階の住人に協力を

得て室内を確認したところ、苦情者宅内の測定箇所の直上にあ

たる場所に冷蔵庫があり、発生源と推定した。 

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 
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・発生源の稼働状況は、15分稼働・10分停止と間欠的であり、

稼働時間は一日中であった。 

 

 

苦情者宅内で低周波音の測定を行った。また、発生源側で振動の測

定を行った。 

 

○測定方法 

・発生源および苦情者宅との位置関係、測定位置は図 3-26-2に

示すとおり。 

・発生源が家庭生活によるものであるため、アパートの大家の協

力を得ながら調査を進めた。 

○測定結果 

・発生源の稼働時に 50 Hzで卓越周波数があり、苦情者宅内にお

ける 50 Hzの測定結果は 60 dBで心身に係る苦情に関する参照

値を超過していた（図 3-26-3参照）。 

 

 

発生源側と苦情者側との対応関係を確認した。 

 

・発生源の稼働時・停止時と苦情者の被害感および低周波音測定

結果とに対応があった。 

 

 

苦情者宅内の測定値を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・測定結果に示すとおり、心身に係る苦情に関する参照値を超過

していた。 

○結果の判定 

・対応関係および参照値との比較から、上階の冷蔵庫が発生源と

考えられた。 

・発生源の冷蔵庫の型式は古く、建築物自体も相当年数が経過し

ているものと推察されたことから、これらが苦情の原因の一つ

評 価 

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 

測 定 
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となった可能性はある。 

 

 

暫定的な対策として、家庭用マットを敷いた。 

・発生源の下に家庭用マットを敷き、再測定をしたところ参照値

以下であることを確認した。 

 

 

対策後の確認調査を実施した。 

 

・発生源の下に家庭用マットを敷き対応し、再測定をしたところ

参照値以下であることを確認し、苦情者、発生源、大家に説明

した。 

・苦情者からは、被害感は和らいだが、どうしても気になってし

まうと相談があった*3。 

・大家から、小型の冷蔵庫に更新するとの報告を受けた。 

・苦情者に対して、大家を通して対応をお願いしており、さらな

る対応は民事で解決してもらうようお願いした。 

 

コメント 

*1苦情を受け付けた当日に苦情者宅で測定を実施しており、苦情者から信頼が得られる対応を

している。 

*2現場の確認時、調査員は苦情者宅内において苦情者が訴える音を感知できたかは、記録され

ていない。 

*3対策後、調査員は苦情者宅内において苦情者が訴える音を感知できたのかどうかは、記録さ

れていない。 

  

対策の検討 

対策の効果の 

確認 
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図 3-26-1 苦情者側の間取りおよび測定位置 
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図 3-26-2 発生源側と苦情者の位置関係および測定位置 

 

 

図 3-26-3 苦情者宅内の測定結果 
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【事例－27】 

発生源 ：空調室外機 

苦情内容：不快感・圧迫感 

対策方法：空調設備のダクト系改善 

 

＜苦情対応の概要＞ 

マンション住民から近隣のスポーツ施設屋上の空調設備からの低周波音の苦情が

寄せられた。苦情者宅および発生源側に出向き周辺状況を確認した。1回目の現地

確認で周辺の低周波音測定を行ったが、幹線道路等による環境騒音が大きかったた

め、低周波音は確認できなかった。2回目の現地確認で苦情者宅の窓を閉めて音を

聞いたところ、周期的な圧迫感のある低い音が確認され、40 Hzで心身苦情参照値

を超過していた。また、発生源から 1 mでの測定結果は、16 Hzおよび 40 Hzで卓

越周波数が確認された。発生源の定休日には苦情者宅および周辺にて低周波音が聞

こえないことを確認した。発生源をオン・オフして測定した結果、苦情者宅および

発生源側で空調設備運転時に低周波音の発生、苦情者の訴える被害感を確認した。

空調設備のダクト内のダンパやフィルターに不具合があることが判明しため、空調

設備の改善工事を実施し測定したところ、卓越周波数がなくなり、低周波音による

問題が解消したことを苦情者から確認した。 

 

＜苦情対応の流れ＞ 

 

 

 

 

 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

スポーツ施設屋上にある室外機から低周波音のような低い音がする

ので改善して欲しいという苦情が寄せられた。 

 

・近くのスポーツ施設にある室外機から低周波音のような低い音

で、“ゴー”という音がしているので、改善して欲しい、との

申し立てがあった。 

・自宅の室内において、窓を閉めていても圧迫感のある低い音を

感じ、心理的に苦痛を感じている。 

 

 

苦情者宅および発生源周辺に出向き、発生源との位置関係・周辺の

状況を確認した。また、低周波音の測定を行った。 

 

○苦情者宅周辺状況の確認 

・周辺の用途地域は住居系地域である。 

・苦情者宅の近くに幹線道路がある。 

○苦情者への聞き取り結果 

・事業所の営業時間と自身が被害を感じる時間が概ね一致してい

る。 

○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・発生源と苦情者宅のマンションまでの距離は約50 mである。発

生源と苦情者宅との位置関係は図3-27-1に示すとおり。 

○調査員の所感 

・1回目の現地確認の際に苦情者宅の周辺で低周波音の測定を行

ったが、幹線道路等による環境騒音が大きかったため、低周波

音は確認できなかった。 

・発生源とされる施設の営業日に2回目の現地確認を行い、苦情者

宅およびその周辺で低周波音の測定を行った。苦情者宅の窓を

閉めて音を聞いたところ、周期的な圧迫感のある低い音を調査

員・苦情者の全員が確認した。 

○発生源と推定される施設の確認 

・スポーツ施設屋上に空調設備（熱交換器付きの送風機）1台が

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 
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設置されている。 

○発生源の稼働状況 

・発生源の稼働は、連続的で営業時間中（午前～夜間）は運転を

続けている。 

・深夜帯および週１回の定休日は停止している。 

 

 

発生源側施設の営業日・定休日に苦情者宅および発生源側で測定を

行った。 

 

○測定方法 

・発生源側施設の営業日および定休日に苦情者宅内および発生源

周辺で低周波音を測定した。 

・発生源側施設の責任者立会いで空調設備の前1 mで低周波音を

測定した（図3-27-2参照）。 

○測定結果 

・発生源側施設の営業日の測定結果は、苦情者宅内では40 Hzで

卓越周波数が確認され、62 dBであった（図3-27-3参照）。 

・発生源から1 mでの測定結果は、16 Hzおよび40 Hzで卓越周波数が

確認され、それぞれ107 dB、103 dBであった（図3-27-3参照）。 

 

測定結果から発生源側と苦情者側との対応関係を確認した。 

 

・発生源側施設の営業日には、苦情者宅内で窓を閉めて音を聞い

たところ、調査員・苦情者の全員が周期的な圧迫感のある低い

音を確認した。 

・定休日の調査時には、調査員・苦情者の全員が苦情者宅および

周辺にて低周波音が聞こえないことを確認した。 

・測定結果で記したように、発生源稼働時の発生源側と苦情者側

との卓越周波数の対応が認められた。 

 

 

発生源側で発生源のオン・オフ時の測定を行った。 

測 定 1 

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 1 

測 定 2 
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○測定方法 

・発生源側施設の定休日に空調設備をオン・オフし、苦情者宅お

よび発生源側近傍で測定を行った。 

○測定結果 

・苦情者宅および発生源側近傍において、空調設備運転時の低周

波音を確認した。 

 

 

発生源側の稼動状況と苦情者側との対応関係を調べた。 

 

・苦情者宅において、調査員・苦情者の全員が発生源運転時の苦

情者の訴えていた不快感・圧迫感を確認した。 

・発生源側において、調査員・発生源側の全員が発生源運転時の

苦情者の訴えていた不快感・圧迫感を確認した。 

・発生源のオン・オフと苦情者の被害感および低周波音測定結果

とに対応があった。 

 

苦情者宅内の測定結果を心身苦情参照値と比較した。 

 

○参照値との比較 

・設備の改善前は測定結果に示すとおり、苦情者宅内において、

40 Hzで心身苦情参照値を5 dB超過していた。 

○結果の判定 

・発生源の稼動と苦情者の被害感および低周波音測定結果とに対

応関係があったことから、苦情の原因は空調設備運転時の低周

波音と判断した。 

 

 

空調室外機の改善工事を行った。 

 

・測定結果をもとに、屋上に設置されている空調設備からの音が

原因である可能性が高いと発生源側に伝えた。 

評 価 

対策の検討 

発生源の稼働 
状況と苦情と 

の対応関係 2 
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・発生源側の調査により、空調室外機のダクトの中のダンパやフ

ィルターに不具合があることが判明したことから、空調室外機

の改善工事を行った。 

 

 

空調室外機の改善後の測定を実施した。 

 

・屋上空調設備前1 m地点では、改善前は16 Hzおよび40 Hzで卓

越していたが、対策後は卓越周波数成分は確認されなかった（

図3-27-3参照）。 

・苦情者宅内では、改善前は40 Hzで62 dBで心身苦情参照値を超

過していたが、対策後は48 dBで、約14 dBの低減効果が確認さ

れた（図3-27-3参照）。 

・低周波音の問題が解消したことを苦情者から確認した。 

 

 

  

対策の効果の 

確認 
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図 3-27-1 発生源側と苦情者宅の位置関係 

 

 

図 3-27-2 発生源位置および測定位置の位置関係 

 

 
※測定時間：改善前；屋上空調設備前１ m：14時、苦情者宅：14～15時 

改善後；屋上空調設備前１ m・苦情者宅：15時（同時測定） 

 

図 3-27-3 低周波音の測定結果 
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【事例－28】 

発生源 ：発生源不明（申立では事業所の送風機） 

苦情内容：不快感、圧迫感、音がうるさい、不眠 

対策方法：苦情者への測定結果説明 

 

＜苦情対応の概要＞ 

低周波音および騒音による不快感、圧迫感、音がうるさい、不眠の被害の訴えが

寄せられた。苦情者の主張する発生源は、苦情者宅から 500m 以上離れた事業所の

送風機であったが、機械を停止させても苦情は止まなかった。発生源側施設、苦情

者宅内、苦情者宅近傍屋外の 3か所で同時測定を行ったが、苦情者の主張する発生

源側施設と苦情者宅内の卓越周波数は対応していなかった。また、発生源の稼働と

被害感が対応してないことおよび騒音の距離減衰の測定結果から、苦情者の主張す

る発生源があるとは認められなかった。苦情者に測定結果を見てもらい、低周波音

は届いていないことを説明し、発生源とされる施設と苦情者の主張する被害に因果

関係が無いことが証明されたことから対応を終了した。 

 

＜苦情対応の流れ＞ 

 

 

 

 

＊発生源の稼働状況と苦情者の被害感の対応関係がないことが確認されたが、参考として低周波音
の心身に係る苦情に関する参照値との比較を行った。 

 
  

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 
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＜苦情対応＞    

 

低周波音および騒音による被害を訴えた。 

 

・苦情内容は、不快感、圧迫感、音がうるさい、不眠である。 

・苦情者は、1家族 2名である。 

 

 

発生源側事業所および苦情者宅に出向き、聞き取りを行った。調査

員自ら苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 

 

○発生源側と苦情者宅の位置関係 

・苦情者の主張する発生源側施設および苦情者宅との位置関係は

図 3-28-1に示すとおり。 

○苦情者への聞き取り結果 

・「どんどん」「ブーンブーン」「ウイーンウイーン」「ボッボッ」

という音を 24時間感じ、不眠と不快感により心身に支障をき

たしている。 

・夕方から夜にかけて音が大きく、寝られなかった。 

・窓を開けても閉めても聞こえる音は変わらない。 

○発生源側の施設の確認 

・施設内地下部分の機械用の排熱送風機は、機械の運転状況に応

じて運転台数を変更する（最大で 10機稼働する）。 

・送風機は地上部に 10機平置きしている。 

・施設は 24時間稼働している。 

○苦情者宅周辺における苦情発生状況の確認 

・苦情者以外の苦情は無い。 

○調査員の所感 

・調査員は苦情者の訴える内容を感知できなかった。 

 

 

発生源周辺および苦情者宅において、低周波音および騒音レベルの

測定を行った。 

 

申し立て内容 

の把握 

現場の確認 

測 定 
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○測定方法 

・測定地点を図 3-28-1に示す。 

・苦情者の主張する発生源側施設、苦情者宅内および苦情者宅近

傍屋外の 3か所で同時測定を行った。 

・苦情者の主張する発生源側施設からの騒音の距離減衰を 400 m

まで測定した。 

○測定結果 

・発生源側における送風機の低周波音および騒音の測定結果によ

ると、63 Hzと 125 Hzが卓越している。 

・距離減衰の測定の結果、送風機からの 63 Hzの卓越成分は 200 m

まで確認された（図 3-28-4参照）。 

・苦情者宅内では卓越周波数はなかった。 

・発生源側の送風機近傍の騒音の測定結果は、76 dBの定常音で

あった（図 3-28-4参照）。 

・苦情者宅の騒音は、話し声が途絶えると 27 dB以下であった。 

 

発生源側と苦情申立者側との対応関係を確認した。 

 

・発生源側施設の送風機の低周波音の測定結果は、63 Hzが卓越

していたが、苦情者宅内では 63 Hzは卓越していなかった。 

・騒音の距離減衰の測定の結果から、送風機の音は苦情者宅には

到達していないことを確認できた。 

 

苦情者宅内の測定値を心身苦情参照値と比較した。 

○参照値との比較 

・苦情者宅における低周波音レベルの測定結果は、心身に係る苦

情に関する参照値を下回る結果であった（図 3-28-3参照）。 

○結果の判定 

・最も騒音が大きいと思われる地上送風機を試験的に夜間 25日

間程度停止させても、苦情者は音を 24時間感じ、不眠と不快

感の苦情は止まなかったことから、発生源の稼働状況と苦情の

被害感が対応していないことが確認できた。 

・騒音の距離減衰の測定結果から、苦情者の主張する騒音が発生

評 価 

発生源の稼働 

状況と苦情と 

の対応関係 
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源であるとは認められなかった。 

・苦情者の主張する発生源側施設と苦情者宅内の卓越周波数が対

応していないこと、発生源の稼働と被害感が対応してないこと

および騒音の距離減衰の測定結果から、苦情者の主張する騒音

の発生源があるとは認められなかった。 

 

測定結果について苦情者に説明を行った。 

 

・苦情者に測定結果を見てもらい、距離減衰測定で約 660 m離れ

た苦情者宅には当該施設の発生源 63 Hzの低周波音は届いてい

ないことを説明した。 

・測定の結果、苦情者の主張する低周波音・騒音が確認できず、

発生源とされる施設と苦情者の主張する被害に因果関係が無

いことが証明されたことから、対応を終了した。 

 

行っていない。 

 

 

コメント 

*発生源の稼働・停止時や窓開け・閉め時の低周波音、騒音の測定の結果および距離減衰の測

定結果から、苦情者の主張する発生源の稼働状況と苦情の被害感との対応関係がないことが

確認されたが、参考として低周波音の測定値を心身に係る苦情に関する参照値と比較した。 

 

 

  

対策の検討 

対策の効果の 

確認 
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●：測定位置  

図 3-28-1 発生源側と苦情者宅の位置関係および測定地点 

 

 

図 3-28-2 発生源の事業場施設内の配置 

 

  

騒音発生施設

（地上部平置き）

苦情者宅方向

 

事業場 

周辺は全て原野 

苦情者（申請者宅） 

発生源中心からの距離は約 660m 

発生源中心 

100m 

200m 
(2) 

200m 
(1) 

400m 

50m 
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図 3-28-3 苦情者宅内の低周波音の測定結果 
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※BGN：暗騒音として、建設作業の音は、50m、100m、200m(1)、200m(2)、400m で確認された。 

道路からの音は、交通量が少なく、各測定地点から離れていたため、影響は少ない。 

鳥の鳴き声は、全地点で確認された。 

図 3-28-4 騒音の測定結果 
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4. 事例に関するまとめ

(1) 苦情の内容

収集された事例について苦情内容別にみると、事例の半数以上が、不快感・圧迫感・

不眠等の心身に係る苦情であり、最近の低周波音苦情の傾向を反映している。

(2) 苦情発生源

収集された事例の発生源は、物的苦情では真空ポンプ、乾燥機、空気圧縮機、振動ふ

るい、堰の放流などであった。心身に係る苦情では、空調室外機、冷凍庫・冷凍車、空

気圧縮機などが多かった。また、発生源不明の事例も2件あった。 

(3) 測定

事例のなかには、周波数分析結果が残っていないものも一部見受けられるが、測定現

場では全体を見渡しての判断や冷静な判断ができない場合もあるので、周波数分析結果

を残しておくことが望ましい。これと併せて、測定時における調査員の所感や現場の状

況等も記録しておくことが望ましい。

 また、苦情内容によって苦情者側における測定場所は異なるが、一部に測定場所の選

定を誤った事例もあり、測定場所を間違えないよう注意する必要がある。

 手引書では発生源側と苦情者側の同時測定を推奨しているが、発生源側と苦情者側の

同時測定を実施した事例では、問題となる周波数が明確に現れたものもみられた。

事例14では一定間隔で連続的に低周波音と騒音の測定を実施している。これと同時に

苦情者の反応を調査すれば、対応関係の有無がわかる場合もある。

 発生源がたくさんある場合には、多点測定による絞り込みや、機器を個々に稼働・停

止させての測定が有効である。事例3は、苦情の原因となる発生源が工場のどの施設に

よるものかはっきりしなかったので、施設を個別に稼働することにより、問題となる施

設を特定している。発生源側の協力により、問題の解決が実現している。24時間稼働の

工場等では機器の停止はなかなか難しいが、年末年始やお盆休みを利用するのも一つの

方法である。

 このほか、低周波音の測定に併せて、騒音や振動の測定を実施した事例もみられた。

物的苦情のなかには、地盤振動が原因による苦情もあるので、そのような場合には振動

を測定しておくことは有効である。測定にあたっては、鉛直方向だけでなく、水平方向

の振動も測定することが望ましい。

－134－
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(4) 対応関係の確認

低周波音問題の対応にあたっては、対応関係の確認も非常に重要である。対応関係が

みられる事例では、対策が実施され、苦情が解決している場合が多い。

物的苦情では、例えば事例 4 によると、施設の稼働により 16Hz の周波数帯域に卓越

がみられる。施設を停止すると卓越周波数成分の音圧レベルが減少し、建具のがたつき

もなくなっている。この事例では機器の使用を控えることで問題が解決している。

心身に係る苦情では、事例12を例にとると、発生源側と苦情者側の周波数を比較する

とともに 80Hz に卓越がみられた。この事例では、苦情者側に設置されている施設の使

用を夜間控えることで問題が解決している。

 一方、発生源側の稼働状況と苦情者の反応に対応がみられない場合には、問題が解決

しないことが多い。

 発生源が特定できない、あるいは、発生源を停止できない等の事情はあると考えられ

るが、固定発生源からの音圧レベル変動の少ない低周波音の苦情対応においては、発生

源を稼動・停止させ、建具応答や苦情者反応との対応関係を確認することが有効である。

(5) 参照値との比較

手引書では、対応関係の確認とともに、参照値との比較を行うようになっている。測

定値が参照値以上であれば、低周波音による可能性が考えられるが、参照値未満であっ

ても対応関係があれば、100Hz 以上の騒音・振動あるいは低周波音による可能性が考え

られる。

対応関係もなく、測定値が参照値未満の場合には、他の原因を検討する。

 参照値との比較にあたり、物的苦情では屋外の測定値と、心身苦情では屋内の測定値

と比較することになっているが、物的苦情なのに屋内の測定値と比較している事例や、

心身苦情なのに屋外の測定結果しかない事例も見受けられた。苦情の内容によって測定

をする場所を間違えないようにする必要がある。

心身に係る苦情に関する参照値は、低周波音に関する感覚については個人差が大きい

ことを考慮し、大部分の被験者が許容できる音圧レベルを設定したものである。

 なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関

する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できない

レベルである可能性が10%程度ではあるが残されているので、個人差があることも考慮

し判断することが極めて重要である。
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(6) 対策方法 

 低周波音の対策は、発生源対策が基本である。周波数が低ければ低いほど、対策の規

模は大きくなる。伝搬経路対策や受音点対策はあまり有効ではない。 

 物的苦情は 20Hz 以下の超低周波音により発生する場合が多い。事例によると、施設

の改善、稼働方法の見直し、施設の移転等の対策がとられている。 

 心身に係る苦情は低い音が聞こえて不快感がある、眠れないといった可聴域の低周波

音、騒音により発生する場合が多い。対策方法として、消音器の設置、施設能力の低減、

ダクト補強、施設の移設等がある。騒音が原因と考えられる事例では防音壁の設置や、

原因が地盤振動である可能性のある事例では防振対策により効果があったと報告されて

いる。また、発生源側への指導と、苦情者側への調査結果と対応に関する説明により苦

情が解決したという事例の報告もある。 

 

 なお、環境省では「低周波音防止対策事例集」（平成14年3月）を作成しているので、

(環境省ホームページ、http://www.env.go.jp/air/teishuha/jirei/)を参照にされたい。 
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巻末資料2 低周波音の対策方法の概要 

 

 

 

 

 

発 生 源 発 生 原 因 特    徴 対策方法

送風機。送風機系（集塵機・冷

暖房器・乾燥機等）

旋回失速。サ－ジン

グ 。 吸 込 状 態 不均

一。ダクト壁振動

送風機の特定使用状態

で発生。定常的

バイパス・放風・可動翼

方式。ダクト補強。整流

板

往復式圧縮機

真空ポンプ・脱水ポンプ・ロ－
タリブロワ等

デイ－ゼル機関・船舶・非常用

発電装置・デイ－ゼル車等

ボイラ再熱器 カルマン渦・再熱器

空洞固有振動の共鳴

特定条件。定常的 空洞分割（バッフル）。

器内流速変更

燃焼振動・燃焼室空

洞固有振動の共鳴

特定条件。定常的 燃焼状態・燃焼室形状・

熱源位置変更。排気消音

器

各種炉（熱風炉・ロ－タリキル

ン・電気炉・キュポラ等）

表-1  超低周波音の発生源、発生原因、対策方法*

圧縮、爆発等による

気筒内圧力変化の伝

搬時間差

大形多気筒機種、また

多数機使用時発生する

こと多い。定常的。う
なり発生することあり

共鳴形、膨張型消音器。

配管変更

カバー［鋼板1.6mmでー10dB(31.5Hz)］

遮音 建屋［コンクリ－ト12cmで－25dB(31.5Hz)］

部分型 障壁（塀、建物、土手等）［音源高さより1mで－7dB(63Hz)］

吸音ダクト形消音器：効果なし

膨張形消音器

干渉・共鳴形消音機：大型

方   法 内            容

圧力変化防止 大きな渦・流れの乱れの発生、爆発等の防止

表-2  可聴域の低周波音防止技術*

加振力、たわみの低減 打撃・衝突・摩擦・不平衡力除去、釣合わせ、補剛

弾性支持 柔らかい防振ゴム以上

制振 厚い(1cm程度以上)制振材料による。  －10dB

共振・共鳴防止 加振周波数または固有振動数変更(補剛)、減衰付与

吸音 実用上効果なし(厚さ1m以上の多孔質吸音材必要)

密閉型

開口型 ： 膨張部の長さ1～4m

 * 環境省環境管理局大気生活環境室；低周波音防止対策事例集、平成14年3月より抜粋 
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